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令和３年８月 

目黒区教育委員会 



 

点検・評価報告書の作成にあたって 

 

 

 

本報告書は、効果的な教育行政の推進と説明責任を果たすため、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律の規定に基づき、令和２年度の事務の管理及び

執行状況について点検及び評価を行ったものです。 

目黒区教育委員会は、今後も区民の一人ひとりが生涯にわたって学習ができ、

伝統と文化への理解を深め、健康で充実した人生を送ることができるように、

「学び合い成長し合えるまち」の実現を図ってまいります。 

 

 

令和３年８月 

 

                  目黒区教育委員会教育長 

                          関根 義孝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】地方教育行政の組織及び運営に関する法律（抜粋） 

(教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価等) 

第２６条 教育委員会は、毎年、その権限に属する事務（前条第１項の規定により教育長に委任さ

れた事務その他教育長の権限に属する事務（同条第４項の規定により事務局職員等に委任された

事務を含む。）を含む。）の管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関す

る報告書を作成し、これを議会に提出するとともに、公表しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の点検及び評価を行うに当たっては、教育に関し学識経験を有する者の知

見の活用を図るものとする。 
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第１ 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価について 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の規定に基づ

き、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行う

こととされています。本区では、目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点

検及び評価の実施方針（平成２０年１１月２７日目黒区教育委員会決定）に基づき実施しています。 

 

１ 目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施方針 

平成２０年１１月２７日 目黒区教育委員会決定 

（平成２９年４月３日 一部改正） 

１ 目的  

地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第２６条の

規定に基づき、目黒区教育委員会（以下「委員会」という。）が自らの権限に属する事

務の管理及び執行の状況の点検及び評価を実施することにより、効果的な教育行政の一

層の推進を図るとともに、区民への説明責任を果たし、区民に信頼される教育行政を推

進する。 

２ 点検及び評価の定義 

点検及び評価は、以下の内容をもって定義づける。 

（１）点検 個々の施策及び事業のこれまでの取組み状況や成果について、とりまとめる

ことをいう。 

（２）評価 個々の施策及び事業についての点検を踏まえ、課題を検討するとともに、今

後の取組みの方向性を示すことをいう。 

３ 点検及び評価の対象 

点検及び評価の対象は、毎年度策定する「教育行政運営方針に基づく重点課題」とす

る。 

４ 点検及び評価の実施 

（１）点検及び評価は、前年度の「教育行政運営方針に基づく重点課題」の進捗状況を総

括するとともに、課題や今後の取組みの方向性を示すものとし、毎年１回実施する。 

（２）点検及び評価にあたっては、教育に関し学識経験を有する者の知見を活用する。 

（３）委員会において点検及び評価を行った後、その結果を取りまとめた報告書を作成す

る。 

５ 議会への報告 

目黒区議会第三回定例会までに区議会議長あて報告書を提出する。 

６ 区民への公表 

  区民への公表は、区議会報告後、区報、ホームページその他の方法により行う。 

７ その他 

  その他、本制度の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。 

 

２ 実施方針４の（２）に規定する学識経験を有する者 

氏 名 所   属 

柳瀬  泰 玉川大学 教師教育リサーチセンター教授 

時田 明子 東京成徳大学 特任教授 
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第２ 目黒区教育委員会の活動について 

１ 教育委員会の組織 

教育委員会は、区立の幼稚園・小学校・中学校、図書館などの教育機関の設置、管理及び社会

教育その他の教育事務を執行する地方行政機関で、区長が区議会の同意を得て任命した教育長と

４人の委員で構成されています。教育長の任期は３年、委員の任期は４年で、再任も認められて

います。 

                              （令和３年３月３１日現在） 

職名 氏名 任期 

教育長 関 根  義 孝 令和元年１０月１日から令和４年９月３０日まで 

教育長職務代行者 笹 尾  敦 夫 平成３０年１２月１日から令和４年１１月３０日まで 

委員 櫻 井  道 雄 平成２９年１０月１日から令和３年９月３０日まで 

委員 松村  眞理子 令和元年１２月９日から令和５年１２月８日まで 

委員 川 嶋  春 奈 令和２年１０月１日から令和６年９月３０日まで 

 

 

２ 教育委員会の会議 

   教育行政の基本的な方針の決定や諸問題の解決等の重要案件を処理するために、原則毎週火曜

日に教育委員会定例会を開催するとともに、特に緊急案件を処理するために、教育委員会臨時会

を開催し、付議された事案を審議したほか、諸事項についての意見・情報の交換、業務報告を受

け、教育行政の適正な運営に努めました。 

 

  ○定例会・臨時会の開催回数と議案付議件数  

会議種別 開催回数 付議件数 議案内訳別件数 

定例会 ４２ ２１ 規則関係 ２    区議会議案意見聴取関係 １１

人事関係 ４      財産関係 ０ 

諮問関係 １     その他  ５ 

 

臨時会 ３ ２ 

計 ４５ ２３ 
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定例会・臨時会の審議・報告内容  

会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 1回 

臨時会 

4月 1日 

議案 22 

 

幹部職員の任命について 

 

 

第 13回 

定例会 

4月 7日 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う教育施策説明会（前期）等の中止について 

「目黒区教育の情報化推進計画」の策定について（案） 

令和 2年度学校評議員の委嘱について 

区立小・中学校（園）の臨時休業期間中の教育活動について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するめぐろ学校サポートセンターにおける業務について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための集会施設等の利用の中止について 

令和 2・3年度青少年委員の委嘱について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 14回 

定例会 

4月14日 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和元年度分）の実

施について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための区立こども園中時間及び長時間保育の利用制限について 

学校（園）での給食中止に伴う未利用食材の有効活用について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するめぐろ学校サポートセンターにおける業務について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための社会教育館等の対応について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための区立図書館の臨時休館について 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

春季休業明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

令和元年度目黒区立中学校第 3学年の評定状況の調査結果について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 15回 

定例会 

4月28日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 1号）について 

令和 2年度児童生徒数・学級数について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育園・学童保育クラブ等の休園について 

区立小・中学校（園）の臨時休業期間の延長及び教育活動について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

「めぐろ学習サポートサイト」の区ホームページ掲載について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するめぐろ学校サポートセンターにおける業務について 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書採択のスケジュール等について 

令和 2年度研究指定校等の状況について 

第 2回 

臨時会 

5月8日 

議案 23 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 1号）（意見聴取） 

今後の新型コロナウイルス感染症への対応について（その 3） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育園・学童保育クラブ等の休園の延長について 

区立小・中学校（園）の臨時休業期間の再延長及び教育活動について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対

応） 

学校の臨時休業に伴う家庭へのＩＣＴ機器貸出について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するめぐろ学校サポートセンターにおける業務について 

第 16回 

定例会 

5月12日 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区立学校教科用図書調査研究委員会委員の委嘱について 

令和 2年度目黒区教職員等の配置状況について 

目黒区めぐろ歴史資料館の臨時休館について 

令和元年度目黒区めぐろ歴史資料館等の利用状況について 

第 17回 

定例会 

5月19日 

議案 24 

報告 

報告 

報告 

幹部職員の兼務の発令について 

目黒区立目黒本町社会教育館研修室の一部臨時休室について 

国内交流事業（角田市）及び自然体験講座（気仙沼市）の中止について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 18回 

定例会 

5月26日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和元年度目黒区立学校におけるいじめの状況について 

令和元年度目黒区立学校における不登校の状況について 

区立小・中学校（園）の臨時休業期間明けの教育活動について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に関するめぐろ学校サポートセンターにおける業務について 

目黒区立図書館サービスの一部再開について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 19回 

定例会 

6月2日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 2号）について 

令和 2年度児童生徒数・学級数について 

目黒区児童・生徒の携帯電話等の使用に関する指針の改定について 

令和元（平成 31）年度目黒区立学校卒業生の進路状況について 

区立施設・公の施設等の再開予定等及び再開等に係る基本的な留意事項について（新型コロナウイルス感染症

拡大防止対応） 

緊急事態宣言解除に伴う新型コロナウイルス感染症拡大防止のための保育園・学童保育クラブ等の休園の終了

等の取扱いについて 

家庭学習支援のための図書カードの配付について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応）  

学校給食中止期間における昼食代相当額の支給について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

学校給食食材納入事業者の支援について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

報告 

報告 

 

報告 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

目黒区立八ヶ岳林間学園の利用再開について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

令和 2年度学校版めぐろグリーンアクションプログラムの中止について（新型コロナウイルス感染症拡大防止

対応） 

小・中学校（園）の手洗い場蛇口の自動水栓化について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

ランドセルひろば及びランドセルひろば（拡充）（6/1～6/18）の実施について（新型コロナウイルス感染症拡

大防止対応） 

令和 2年度めぐろシティカレッジ講座の中止について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

使用中止している区立スポーツ施設等の今後の対応について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

社会教育館等の利用再開について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 20回 

定例会 

6月9日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 2号）の内示について 

令和 2年第 2回区議会定例会一般質問通告について 

めぐろ学校教育プランの改定時期等について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 21回 

定例会 

6月16日 

議案 25 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 2号）（意見聴取） 

臨時休業期間終了後の幼児・児童・生徒の欠席状況について 

令和元年度放課後フリークラブの実施結果について 

目黒区立中央町社会教育館研修室の一部臨時休室について 

目黒区立図書館サービスの再開範囲の拡大について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 22回 

定例会 

6月30日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年第 2回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

令和 2年第 2回区議会定例会で受理された陳情について 

目黒区学校施設更新計画（素案）作成に向けた基本方針（案）について 

臨時休業期間終了後 7日以上連続欠席した幼児・児童・生徒の状況について 

新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取扱いについて 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 23回 

定例会 

7月7日 

協議 

報告 

 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 2年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和元年度分）報告

書（素案）について 

第 24回 

定例会 

7月14日 

協議 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 25回 

定例会 

7月21日 

協議 

報告 

 

報告 

 

報告 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 2年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和元年度分）報告

書（案）について 

社会教育館等における利用申請及び施設使用料の支払期限延長について（新型コロナウイルス感染症拡大防止

対応） 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 26回 

定例会 

7月28日 

協議 

協議 

 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 2年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和元年度分）報告

書（案）について 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）の内示について 

令和 3年度隣接中学校希望入学制度の実施について 

目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染症の発生について（7月 24日時点） 

第 27回 

定例会 

8月4日 

協議 令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

 

 

第 28回 

定例会 

8月18日 

協議 

協議 

協議 

議案 26 

議案 27 

議案 28 

 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 3年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択について 

令和 3年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の採択について 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 3号）（意見聴取） 

令和元年度目黒区一般会計歳入歳出決算の認定について（意見聴取） 

令和 2年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和元年度分）につ

いて 

目黒区生涯学習実施推進計画の延伸及び改定の延期について（案） 

「人権週間区民のつどい 2020」の中止等について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

教育委員会名義の使用承認状況について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 29回 

定例会 

8月25日 

議案 29 

議案 30 

議案 31 

報告 

報告 

 

令和 3年度使用目黒区立中学校教科用図書の採択について 

令和 3年度使用目黒区立小学校教科用図書の採択について 

令和 3年度使用目黒区立学校特別支援学級教科用図書の採択について 

令和 2年度茶華道体験教室の実施について 

学校の臨時休業等に伴うオンラインによる教育活動の試行実施及び家庭へのＩＣＴ機器貸出について（新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 30回 

定例会 

9月1日 

報告 

報告 

令和 2年第 3回区議会定例会一般質問通告について 

夏季休業期間明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

第 31回 

定例会 

9月8日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度登下校区域防犯カメラの整備について（案） 

令和 2年度夏季休業中等における教育活動及び教員研修の実施状況等について 

令和 3年成人の日のつどいについて（案） 

目黒区めぐろ区民キャンパス付帯駐車場の臨時休業について 

第 32回 

定例会 

9月15日 

協議 

 

報告 

報告 

報告 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（目黒区ＧＩＧＡスクール構想実現システム導入に伴

うパブリッククラウドサービスの利用に係る個人情報の取扱いについて） 

令和 2年第 3回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 33回 

定例会 

9月29日 

議案 32 

 

報告 

報告 

目黒区情報公開・個人情報保護審議会への諮問について（目黒区ＧＩＧＡスクール構想実現システム導入に伴

うパブリッククラウドサービスの利用に係る個人情報の取扱いについて） 

令和 2年度教育施策説明会（後期）の開催について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 3回 

臨時会 

10月1日 

 議席の決定について 

教育長職務代行者の指名について 

第 34回 

定例会 

10月13日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

令和 2年第 3回区議会定例会中の決算特別委員会での教育委員会に係る質問の答弁（要旨）について 

令和 3年度区立幼稚園及びこども園の園児募集について 

目黒区放課後子ども総合プラン推進計画素案について 

令和 3年 4月の放課後子ども総合プラン本格実施に向けた取組について 

区立集会施設等における利用制限の緩和について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染拡大防止による施設の臨時休館期間におけるめぐろ区民キャンパス内レストランの

使用料の取扱いについて 

目黒区立図書館の臨時休館について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 35回 

定例会 

10月20日 

報告 

報告 

報告 

目黒区基本構想素案（案）について 

「目黒区教育の情報化推進計画」の策定時期等について 

令和 2年度目黒区学力調査実施結果の概要について 

第 36回 

定例会 

10月27日 

議案 33 

議案 34 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

一般職の任期付職員の採用に関する条例（意見聴取） 

職員の服務の宣誓に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

令和 2年度教育施策説明会（後期）の説明項目について（案） 

令和 3年度隣接中学校希望入学制度申込結果（中間集計）について 

令和 2年度前期目黒区立学校におけるいじめの状況について 

令和 2年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施について 

令和 2年度前期目黒区立学校における不登校の状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 37回 

定例会 

11月10日 

報告 

報告 

目黒区学校施設更新計画素案について（案） 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 38回 

定例会 

11月17日 

報告 

報告 

報告 

令和 2年第 4回区議会定例会一般質問通告について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

隣接中学校希望入学制度抽選結果の誤送付について 

第 39回 

定例会 

11月24日 

議案 35 

議案 36 

報告 

幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（意見聴取） 

令和 3年度当初予算に係る主な要求項目について 

第 40回 

定例会 

12月1日 

報告 

報告 

報告 

 

報告 

報告 

令和 2年第 4回区議会定例会一般質問の答弁（要旨）について 

令和 2年第 4回区議会定例会で受理された陳情について 

令和 3年度目黒区立小・中学校及び幼稚園・こども園教育課程の基本方針及び教育課程編成・実施の留意事項

（基本的な考え方）について（案） 

国内交流事業（角田市小学生受入）の中止について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 41回 

定例会 

12月8日 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 4号）について 

令和 3年度隣接中学校希望入学制度の申込結果について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染症の発生について（11月 30日時点） 

教育委員会名義の使用承認状況について 

第 42回 

定例会 

12月15日 

報告 

 

報告 

報告 

報告 

緊急措置としてのオンライン教育に関する議会陳情及びＧＩＧＡスクール構想実現へのロードマップに関す

る議会陳情について 

目黒区ＧＩＧＡスクール構想の実現について（今後の予定等） 

令和 2年度公立小中学校教員公募について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 43回 

定例会 

12月22日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 4年 4月開設の小学校内学童保育クラブ整備及び運営の取組について（案） 

令和 2年度小・中学校卒業式祝辞について 

教職員の服務事故について 

「目黒区手をつなぐ親の会と教育委員会との懇談会」の実施結果について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 1回 

定例会 

1月5日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度組織改正（第 1次）及び職員数内内示について 

令和 2年度小・中学校卒業式祝辞について 

小学校における自閉症・情緒障害特別支援学級設置に向けた課題の検討結果について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

令和 3年目黒区成人の日のつどい中止について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

第 2回 

定例会 

1月12日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

 

令和 3年度目黒区一般会計当初予算原案について 

令和 3年度における放射性物質への対応について（案） 

令和 2年度教育施策説明会（後期）の実施結果について 

目黒区障害者活躍推進計画（素案）について（案） 

令和 3年度以降の児童生徒数・学級数の推計等について 

令和 2年度小・中学校卒業式祝辞について 

令和 2年度いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議の実施結果について 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園について 

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う区立学校・園の対応について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のための集会施設等の開館時間短縮等について 

新型コロナウイルス感染拡大防止のための学校開放事業及び目黒区立学校施設使用条例に基づく学校施設使

用の中止について 

第 3回 

定例会 

1月19日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

区立学校におけるいじめの発生について 

令和 3年度教育行政運営方針（素案）について（案） 

令和 2年度小・中学校卒業式祝辞について 

冬季休業期間明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について 

令和 2年度文部科学大臣優秀教職員表彰について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

区立幼児教育施設における新型コロナウイルス感染者の発生について 

区立教育施設における新型コロナウイルス感染者の発生について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 4回 

定例会 

1月26日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年度教育行政運営方針（素案）について 

令和 2年度目黒区教育委員会児童生徒表彰について 

第四中学校閉校記念碑の設置について 

令和 2年度小・中学校卒業式祝辞について 

区立学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

めぐろ区民キャンパス内レストラン「ベジタブルイタリアン ヤクモ 111」の営業終了について 

第 5回 

定例会 

2月2日 

議案 1 

議案 2 

議案 3 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区基本構想の策定について（意見聴取） 

令和 2年度目黒区一般会計補正予算（第 4号）（意見聴取） 

令和 3年度目黒区一般会計予算（意見聴取） 

令和 3年度教育行政運営方針（案）について 

令和 2年度目黒区立学校・園における学校・園評価アンケートの実施結果等について 

令和 2年度目黒区立学校授業スペシャリスト表彰について 

令和 3年度めぐろシティカレッジについて 

令和 3年度社会教育館・緑が丘文化会館・青少年プラザの年間事業計画（案）について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 6回 

定例会 

2月9日 

議案 4 

報告 

報告 

教育管理職の任命に関する内申について 

目黒区障害者活躍推進計画案について（案） 

目黒区学校施設更新計画（案）について（案） 
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会議名 

開催日 
議事 件      名 

第 7回 

定例会 

2月16日 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

令和 3年第 1回区議会定例会質問通告について 

ＧＩＧＡスクール構想に係る整備状況及び今後の取組について 

令和 3年度区立幼稚園及びこども園の入園申込状況等について 

英語 4技能検定試験結果の概要について 

令和 2年度区主催教員等研修の実施状況及び令和 3年度実施計画（案）について 

目黒区放課後子ども総合プラン推進計画案について（案） 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 8回 

定例会 

3月9日 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区学校施設更新計画の策定について 

令和 3年第 1回区議会定例会代表質問・一般質問の答弁（要旨）について 

令和 3年度児童生徒数・学級数の推計について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染症の発生について 

よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケートの実施結果について 

令和 2年度茶華道体験教室の実施結果について 

教育委員会名義の使用承認状況について 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 9回 

定例会 

3月16日 

議案 5 

報告 

 

目黒区学校施設更新計画の策定について 

区立中学校における新型コロナウイルス感染症の発生について（3月 15日時点） 

第 10回 

定例会 

3月23日 

協議 

協議 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

押印を求める手続の見直しのための関係規則の一部改正について 

幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則の一部改正について 

令和 3年度学校経営方針のプレゼンテーションについて（案） 

新型コロナウイルス感染症に伴う就学援助の取扱いについて（継続） 

目黒区立八ヶ岳林間学園の臨時休園について（新型コロナウイルス感染症拡大防止対応） 

新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に伴う区の基本的な考え方について 

めぐろ学校サポートセンターグラウンドの新型コロナウイルスワクチン接種による使用について 

令和 3年度めぐろ歴史資料館の企画展について（案） 

学校給食使用前食材等の放射性物質検査の結果について 

第 11回 

定例会 

3月30日 

 

 

議案 6 

議案 7 

議案 8 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

報告 

目黒区教育委員会事務従事幹部職員の異動について 

押印を求める手続の見直しのための関係規則の一部を改正する規則 

幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則の一部を改正する規則 

令和 3年第 1回区議会定例会中の予算特別委員会での教育委員会に係る質問の答弁（要旨）について 

令和 3年度における学校の空間放射線量及び学校給食放射性物質の測定について 

区立小学校における新型コロナウイルス感染者の発生について 

「新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言に伴う区の基本的な考え方」に基づく対応の継続について 

令和 3年成人の日のつどい中止に伴う対応について（案） 

民法改正に伴う令和 5年以降の「成人の日のつどい」開催方法について（案） 
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番号 中項目

１　子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 10 9 0 1 20
１－１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 (p.10～） 2 2 0 0 4

１－２ 外国語活動・外国語教育の充実  (p.12） 1 1 0 0 2

１－３ 人権教育の充実  (p.12） 1 0 0 0 1

１－４ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進  (p.13） 0 1 0 0 1

１－５ いじめの防止等の取組の推進  (p.13～） 2 0 0 0 2

１－６ 不登校等への対応の取組の推進  (p.14～） 1 2 0 0 3

１－７ 体験学習の実施  (p.15） 0 0 0 1 1

１－８ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 (p.16） 0 2 0 0 2

１－９ 食育の推進  (p.17） 3 0 0 0 3

１－１０ オリンピック・パラリンピック教育の推進 (p.18） 0 1 0 0 1

２　学校の教育活動を支える条件整備の充実 7 7 0 0 14
２－１ 教員の資質・能力の向上 (p.19～） 1 1 0 0 2

２－２ 特別支援教育の推進 (p.20～） 3 2 0 0 5

２－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 (p.22） 1 1 0 0 2

２－４ 部活動の充実  (p.22） 0 1 0 0 1

２－５ 学校施設の活用による放課後事業の充実  (p.23） 0 1 0 0 1

２－６ 学校における働き方改革の推進  (p.24） 2 1 0 0 3

３　子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 6 4 1 0 11

３－１
家庭・地域の協力による安全対策、生活安全教育の推進と
安全体制の確保 (p.25～）

2 2 0 0 4

３－２ 防災教育の推進  (p.27） 0 1 0 0 1

３－３ 校舎の改築等の推進  (p.27） 1 0 0 0 1

３－４ 学習・生活環境の改善  (p.28） 2 0 0 0 2

３－５ 学校のICT環境整備 (p.28～） 1 1 0 0 2

３－６ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進  (p.29） 0 0 1 0 1

４　生涯学習の推進 4 4 0 0 8
４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進  (p.30） 1 0 0 0 1

４－２ 青少年健全育成事業の実施  (p.31） 0 1 0 0 1

４－３ 家庭教育の支援  (p.31） 0 1 0 0 1

４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施  (p.32） 1 1 0 0 2

４－５ 図書館サービスの充実 (p.32～） 2 1 0 0 3

　　　　総　　計 27 24 1 1 53

計
重点課題名

Ａ Ｂ Ｃ 評価不能

第３ 令和２年度教育行政運営方針重点課題の点検及び評価について 

   重点課題に対応した個々の実施策について、教育委員会各課が作成した点検・評価票に基づき、

学識経験者とヒアリングを行った上で、点検・評価結果としてまとめました。 

次ページ以降、重点課題ごとに令和２年度の取組状況、点検・評価結果、今後の方向性等（拡

充・継続・見直し・縮小・終了）を記述するとともに、点検・評価結果について次の基準により

３段階で示しています。 

１ 点検・評価の基準 

   点検・評価の基準は次のとおりとする。 

Ａ：実施策の進捗が計画どおりできており、一定の成果が得られた。 

Ｂ：実施策の進捗がおおむね計画どおりできているが、更に取組の強化が必要である。 

Ｃ：実施策の進捗が計画どおりできておらず、改善の余地がある。 

なお、新型コロナウイルス感染症（以下「新型コロナ感染症」という。）の影響により、対

象事業がすべて中止となった実施策については、評価不能としました。 

２ 点検・評価結果の総括表 
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重点課題 1 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

【施策の方向性】 

１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 
新学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、児童・生徒一人ひとりの実態を把

握し、指導内容や指導方法の工夫・改善に取り組む。また、子どもたちがプログラミングを体験しながら論理的思
考力を身に付けるための指導や多様な外部人材を活用した教育活動を展開する。 

 
２ 外国語活動・外国語教育の充実 

学校以外の施設等を利用した英語によるコミュニケーションの機会を小学生まで拡大するとともに、小学校か
らの系統的な英語教育の伸長状況を測定する検定試験を実施する。 

 
３ 人権教育の充実 

差別や偏見、いじめをなくすために、教員の人権意識の更なる向上を図るとともに、「特別の教科 道徳」はも
とより、教育活動全体を通して、幼児・児童・生徒の発達段階に即した人権教育に取り組む。 

 
４ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

児童虐待防止法に基づき、対策を確実に実施するため、教職員研修を充実するとともに、関係機関との連
携を密にして、「児童虐待防止マニュアル」を踏まえた児童虐待の早期発見・早期対応を推進する。 

 
5 いじめの防止等の取組の推進 

いじめはどこでも、誰にでも起こりうる問題であるが、同時に重大な人権侵害であるという認識のもと、「目黒区
いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない強い姿勢で、いじめの防
止等の対策を総合的・効果的に推進する。 

 
６ 不登校等への対応の取組の推進 

学業の不振による不登校の未然防止のための学習支援を行うとともに、学習支援教室「めぐろエミール」の居
場所機能や学校における教育相談機能を充実する。 

 
７ 体験学習の実施 

自然や地域の特性を生かした活動内容を充実させ、自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心
をはぐくむとともに、自立の精神、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推進する。 

 
８ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

児童・生徒が生涯にわたって心身ともに健康・安全で活力ある生活を営むことができるよう、児童・生徒の体力
向上や生活・運動習慣の改善に向けた取組を進める。 

 
９ 食育の推進 

食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けるよう、「学校（園）における食育指針」に基づく指導を行うととも
に、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな学校給食を提供する。ま
た、食物アレルギー対策を徹底する。 

 
１０ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

スポーツによる心身の調和的発達、オリンピック・パラリンピックの役割の理解、障害者理解の促進、ボランティ
ア活動や伝統・文化に関する教育、国際理解教育などを進め、オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 
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重点課題１ 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 各実施策の点検・評価結果 

1－1 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

1-1-1 区独自の学力調査の実施・活用 

児童・生徒の学力向上のため、区独自の学力調査を実施し、学力の定着状況を把握・分析する。また、各

学校では学力調査結果をもとに学習集団を意識した授業づくりに向け、区作成の授業改善の手引書を用い

て「授業改善プラン」を作成し、指導方法の工夫・改善を図る。 

連番号 

１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

区独自の学力調査を実施した。 

学力調査の結果を返却後、「目黒区授

業改善の手引き」を踏まえ、各学校が「授

業改善プラン」を作成した。 

＜区学力調査実施状況＞ 

■実施期間 

７月３１日まで 

■調査内容と実施教科 

［共通］ 

教科の学習に関する調査、意識調査 

［小学校］ 

第２・３学年（国語・算数） 

第４・５学年（国語・算数・理科） 

第６学年（国語・社会・算数・理科） 

［中学校］ 

第１学年（国語、社会、数学、理科） 

第２・３学年（国語・社会・数学・理 

科・英語） 

小学校、中学校ともに、全教科で平

均正答率は目標値を上回っており、学

習指導要領の内容がおおむね身に付い

ていることが確認された。令和元年度

現状（値）と比較して、小学校が３．

１％下がった。中学校では２．７％上

がった。 

また、小学校・中学校の「理科」と

「社会」の平均正答率が他教科と比べ

て低い傾向にあることから、中間層の

学力を引き上げていくことが課題であ

る。児童・生徒１人１台の学習用情報

端末を活用しながら、問題解決的な学

習過程を重視し、思考力・判断力・表

現力等の育成を図る必要がある。 

令和２年度からの小学校学習指導要

領全面実施及び令和３年度からの中学

校学習指導要領全面実施を受け、令和

３年度から小学校第６学年及び中学校

第１学年で英語の調査を追加する。 

評価方式をこれまでの「目標準拠評

価方式」から学力を５段階の「ステッ

プ」に順序づけて分類することでより

詳細に学力の状況把握が可能となる新

しい学力指標「段階評価方式」に変更

する。 

令和３年度学力向上検討委員会で

は、「目黒区授業改善の手引き～学力

調査活用編～」を改訂し、目黒区学力

調査を活用した授業改善が図られるよ

うにする。 

1-1-2 カリキュラム・マネジメントの推進 

学校の教育目標の実現に向けて、教育課程（カリキュラム）の編成・実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを

確立し、計画的・組織的に推進する。小学校については、午前５時間制の実施校を段階的に拡大していくな

ど、学校における学びや生活の質を高めるためのカリキュラム・マネジメントの工夫・改善を図る。 

連番号 

２ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

各教科等における資質・能力を確実に

育成するために、午前５時間制を継続す

るとともに、学校教育法施行規則第 51条

の規定によらず、一単位時間を 40分とし

た教育課程において、「教育内容のカリ

キュラム・マネジメントの実現」、「『主

体的・対話的で深い学び』の視点からの

授業改善」を図った。また、研究指定校

において、校長のリーダーシップのもと、

全教職員が関わって協議し、「学校グラ

ンドデザイン」を策定し、第３・６学年

における年間指導計画、単元デザイン、

４０分授業の授業づくりのポイントを検

討し、作成した。 

＜推進状況＞ 

■研究開発学校運営連絡会（年 10回） 

■研究開発学校推進委員会（年８回） 

■研究開発学校の日（年３回） 

■研究開発学校ワーキンググループ（年

３回＋ワーキンググループごと随時） 

■研究開発学校中間発表会（田道小学

校・烏森小学校） 

研究開発学校運営連絡会、研究開発

学校推進委員会、研究開発学校ワーキ

ンググループを設置し、一単位時間を

40分とし、創意工夫ある教育課程、各

教科等の指導方法、適切な授業時数の

在り方について研究を進めることがで

きた。 

令和５年度の最終発表に向けて、令

和３年度は、一単位時間を 40分とした

教育課程を実施する中で、生み出した

５分×１，０１５コマを、児童の学び

や生活の質の向上を図るための時間と

して編成した教育課程をもって研究開

発学校の独自性を明確にすることが求

められている。 

児童の学びや生活の質の向上を図る

ため、各学校は、令和２年度の「研究

開発学校グランドデザイン」を基に、

さらに創意工夫ある教育課程を編成す

る。 

研究開発学校推進委員会ワーキング

グループにて、第１・２・４・５学年

の年間指導計画を作成する。 

年間３回の「研究開発学校の日」を

通じて、教員が研究開発学校の取組に

ついての理解を深める。 
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1-1-3 プログラミング教育の実施 

プログラミング教育推進委員会で作成した指導資料の提供などを通して、各学校の円滑な授業実践を支

援する。 

連番号 

３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

 全小学校において、第５学年の総合的

な学習の時間にスクラッチ等を用いたプ

ログラミング教育を実施するとともに、

第６学年の理科では、「電気の利用」の

単元で学んだ知識や技能を生かし、プロ

グラミング教材を活用して、プログラミ

ング的思考をはぐくむ学習活動を展開し

た。 

小学校第６学年の理科におけるプロ

グラミング教育について、令和２年度

の小学校学習指導要領完全実施に当た

り、採択した理科の教科書に掲載され

ているプログラミング教材を小学校２

校当たり１０セット配付したことで、

全小学校第６学年児童が、年間指導計

画に基づいて、教科書に示されたプロ

グラミング教育を実践することができ

た。 

また、効果的な指導方法について、

プログラミング実技研修を実施し、小

学校全２２校において周知・徹底を図

ることができた。 

小学校第 1 学年から中学校第 3 学年

まで、児童・生徒１人１台の情報端末

を活用して、発達段階に応じたプログ

ラミング教育の実践を進める。 

■小学校第５学年 

算数科、総合的な学習の時間におい

て、論理的な思考をはぐくむためのプ

ログラミング教育を実施する。 

■小学校第６学年 

理科において、２校当たり１０セッ

ト配付したプログラミング教材と児童

１人１台の情報端末を活用して、「電

気の利用」の学習を進める。 

1-1-4 ゲストティーチャーの活用 

各学校（園）で学習のねらいに応じて専門的な知識技能をもつ地域の方などの外部人材をゲストティーチ

ャーとして活用し、魅力ある教育活動の推進を図る。 

連番号 

４ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

道徳教育、人権教育、安全指導、進路

指導等で外部人材をゲストティーチャー

として学校に招き、多様な学習を展開し

た。 

また、オリンピック・パラリンピック

教育の一環としてゲストティーチャーを

活用した教育活動を行った。 

 

新型コロナ感染症拡大に伴い実施を

中止することもあったが、感染症対策

を講じての実施やオンラインで実施し

た。 

開かれた学校づくりに向けた取組を

さらに進めるため、感染症対策を講じ

つつ、引き続き外部人材の活用を進め

る。 
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1－２ 外国語活動・外国語教育の充実 

1-2-1 英語によるコミュニケーション機会の拡充 

英語によるコミュニケーション能力、英語・異文化理解に対する興味・関心の向上を図るよう、中学生を対

象に実施している体験型英語学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日帰り体験型英語学習

事業を、小学校第６学年児童に対象を拡充する。 

大鳥中学校は、イングリッシュキャンプを継続実施する。 

連番号 

５ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜イングリッシュキャンプ＞ 

新型コロナ感染症拡大防止のため中止 

＜日帰り体験型英語学習事業＞ 

イングリッシュスピーカーが案内役

（エージェント）となり、グループで話

し合いながらニュース番組を作ったり、

東京の魅力を紹介したりするプログラム

を行った。 

■小学校 ２０校実施 

■中学校 新型コロナ感染症拡大防止の

ため中止 

 

 日帰り体験型英語学習事業は、児童

６人程度の小集団に一人のイングリッ

シュスピーカーがついて活動を行った

ため、児童一人ひとりの英語を話す機

会をとることができたとともに、様々

な体験型のプログラムを通して、積極

的に英語を話そうとする意欲や英語に

対する興味・関心が向上した。 

令和３年度は、全区立小学校第６学

年を対象に半日に短縮して実施する。

中学校については、希望者を対象に令

和３年８月１６日～８月２０日に半日

に短縮して実施する。 

イングリッシュキャンプについて

は、感染症対策を講じて実施する。 

 

1-2-2 英語４技能検定の実施 

英語教育の推進状況を把握し、指導内容の工夫や生徒の学習の振り返りに活用するため、中学校第２学

年を対象にした英語４技能テスト（聞く・読む・話す・書く）を実施して、生徒の英語能力の伸長状況を検証す

る。 

連番号 

６ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

中学校第２学年生徒を対象に英語４技

能検定を実施した。生徒の英語力の向上

や教員の授業改善に活用した。 

検定結果を活用した授業改善を図るこ

とができるように「英語４技能検定結果

を活用するために」を作成し、各中学校

の英語教員に配付した。 

教員は、教師用帳票から指導の成果 

や課題、今後強化すべき点を把握する

ことができた。  

生徒は、生徒用帳票（ＳＣＯＲＥ Ｒ

ＥＰＯＲＴ）に記載されている英語４

技能のスコア及びＣＥＦＲ－Ｊ、スキ

ルＵＰアドバイスから現状を把握する

ことができた。 

引き続き、中学校第２学年生徒を対

象に英語４技能検定を実施する。 

中学校外国語教育推進委員会を新た

に設置し、英語４技能検定結果の更な

る活用について検討する。 

 

１－３ 人権教育の充実 

1-3 人権教育推進校事業の実施 

学校（園）において、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や差別の解消を目指すとともに人権教育

の質的向上を図るため、目黒区人権教育推進校による実践等を進める。 

連番号 

７ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

「目黒区人権教育推進校」の指定２年

目となる学校では研究発表会（駒場小学

校）及び公開授業（不動小学校）を行っ

た。新たに、第一中学校・鷹番小学校を

「目黒区人権教育推進校」に指定した。 

人権課題「性同一性障害者」「性的指

向」を重点課題とし、「『性的指向及び

性自認に基づく困難等の解消に向けた対

応指針』に基づく目黒区立学校・園にお

ける対応マニュアル」を作成した。 

集合型２回、通信型１回の研修実施

により、研修内容の理解度の目標値を

上回り、達成することができた。また、

「目黒区人権教育推進校」による公開

授業を教員の人権教育研修に位置づけ

ており、新型コロナ感染症対策の観点

から、オンライン開催や映像視聴に変

更したことで、多くの教員が参加する

ことができた。 

令和２年度と同様、「性同一性障害

者」「性的指向」を重点課題とし、「『性

的指向及び性自認に基づく困難等の解

消に向けた対応指針』に基づく目黒区

立学校・園における対応マニュアル」

を引き続き活用し、実践していく。 

また、令和３年度は、子どもが性暴

力の加害者、被害者、傍観者にならな

いよう、生命（いのち）の安全教育の

充実に向けた検討を行う。 

第一中学校・鷹番小学校において、

公開授業を実施する。  
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1－４ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

1-4 児童虐待の早期発見・早期対応の徹底に向けた取組の強化 

「児童虐待防止マニュアル」に基づく対応を全教職員に徹底するとともに、学校と子ども家庭支援センター

等との情報連携の強化を図る。また、教職員の児童虐待防止への意識を高め、児童虐待防止に関する各学

校の取組の徹底に向けた研修の充実を図る。 

連番号 

８ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

児童虐待に関する e ラーニングによる

全教員悉皆研修（「人権課題」、「虐待

防止」）や教育相談初級研修「虐待・ネ

グレクトへの対応」を実施することで、

教職員の虐待防止に対する意識を高める

ことができた。 

 

教育相談初級研修では、「虐待・ネ

グレクトを受けている子どもの理解と

支援～学校(園)での対応のヒント」を

テーマに講義・演習を行い、児童虐待

防止に関する学校での取組の徹底に向

けた研修の充実を図ることができた。   

今後も教職員の児童虐待防止への意

識を高め、児童虐待防止に向けて子ど

も家庭支援センター等との連携を強化

していくことが必要である。 

児童虐待防止に関する全教員悉皆研

修を継続し、教職員の児童虐待防止へ

の意識を高めるとともに、学校の取組

の充実を図っていく。 

新型コロナ感染症のため自宅で保護

者と過ごす時間が増加している幼児・

児童・生徒もいることから、児童虐待

の早期発見・早期対応の取組をより丁

寧に行っていく必要がある。そのため、

学校の安否確認の状況を定期的に確認

するとともに、児童相談所や子ども家

庭支援センターまためぐろ学校サポー

トセンターのスクールカウンセラーや

スクールソーシャルワーカー等との連

携をさらに強化し、対応していく必要

がある。 

 

 

1－５ いじめの防止等の取組の推進 

1-5-１ 学校・関係機関の連携による組織的な対応 

「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき設置した組織を活用して関係

機関と連携しながら、いじめの防止等の対策を効果的に推進する。 

各学校では「学校いじめ防止基本方針」に沿って、計画的、組織的にいじめの状況把握を行い、保護者と

連携を図りながら、いじめの早期発見・早期解決に努めるとともに、関係機関の職員や専門家により組織する

学校サポートチームを活用するなどして、いじめの防止等の取組体制の一層の強化を図る。 

連番号 

９ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

「目黒区いじめ問題対策連絡協議会」「目

黒区教育委員会いじめ問題対策委員会」を

開催することで、関係機関と連携を深め、目

黒区立学校におけるいじめの状況の報告、

「いじめ問題重大事態発生時対応マニュア

ル」の検討を行うなど、いじめの防止等の取

組体制の強化を図った。 

各学校では、「学校いじめ防止基本方針」

に沿って、いじめの状況把握を行い、保護者

への理解や協力を得ながらいじめの早期発

見・早期解決に努めるとともに、「学校サポー

トチーム」を活用するなど、いじめの防止等の

取組体制の強化を図った。 

＜区におけるいじめの防止等の組織の開催＞ 

■「目黒区いじめ問題対策連絡協議会」 

２回 

■「目黒区教育委員会いじめ問題対策委

会」 ２回  

 

「目黒区教育委員会いじめ問題対策

委員会」を開催し、区立学校のいじめ

問題への取組について協議し、対応の

改善を図ることができた。 

教員研修冊子「目黒区立学校・園 い

じめ問題対策」の作成・配付に加え、

概要版リーフレットを作成し、区立

小・中学校全教員に配付することがで

きた。本リーフレットは、特に初任者

や区外転入教員に対し、取組の重点を

示すことができる内容となっている。 

引き続き、「目黒区いじめ問題対策

連絡協議会」を開催し、いじめの防止

等のための対策や関係機関の連携に関

する事項などについて連絡調整、協議

を行い、連携強化を図る。 

「『いじめ』の早期対応（実践編）」

の作成及び配付、研修等を行う。また、

各学校の組織的な対応により、いじめ

の認知率及び解消率の向上に努めるよ

うにする。 
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1-5-２ 「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」の実施 

いじめや不登校の未然防止、解消のため、「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」を全小・中

学校に拡大して実施し、一人ひとりの様子や学級の状態を把握する。アンケート結果をもとに、各学校で指導

方針を立て、豊かな人間関係のある学級づくりを進める。 

連番号 

１０ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

学級における生活意欲や満足度、ソー

シャルスキルの状況を質問紙にて調査す

る「よりよい学校生活と友達づくりのた

めのアンケート」を区立小・中学校の全

児童・生徒に対して実施した。 

また、健全育成委員会においてリーフ

レット「よりよい学校生活と友達づくり

のためのアンケート（hyper‐QU）分析・

活用」を作成し、区立小・中学校全教員

に配付した。 

客観的な調査結果に基づき、観察法

だけでは把握しづらい要支援群等の児

童・生徒を把握し、学級経営改善や効

果的な個別支援のための資料として活

用することができた。 

生活指導主任会において、ＮＰＯ日

本教育カウンセラー協会の講師を招

き、本調査の分析・活用について理解

を深め、各学校における還元研修等を

実施することができた。 

本調査の実施に基づく、効果的な活

用方法の情報共有を図るとともに、児

童・生徒、保護者に対するアンケート

の実施や結果の分析についての効果的

な説明方法を検討する。 

リーフレット「よりよい学校生活と

友達づくりのためのアンケート

（hyper‐QU）分析・活用」を活用し、

児童・生徒一人ひとりの指導の充実を

図る。 

 

1－６ 不登校等への対応の取組の推進 

1-６-1 ｅラーニングによる学習支援事業 

不登校等の児童・生徒へのｅラーニングを活用した学習支援を引き続き実施するとともに、全中学校に導

入したｅラーニングによる学習支援事業の活用を促進し、学業の不振を要因とする不登校の未然防止を図

る。 

連番号 

１１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

目黒区立学校の全児童・生徒にｅラー 

ニングのＩＤを付与した。 

児童・生徒の取組内容や学習履歴を基 

にした自動作問機能や、教員から児童・生

徒に対して個別に助言できる連絡機能を

加え、個別最適な学びをさらに推進した。 

また、副校長を対象に活用方法につい 

て研修を行った。 

全児童・生徒をｅラーニングシステ

ムに登録し、全小・中学校やめぐろエ

ミールにてｅラーニングを活用するこ

とが可能となった。 

ｅラーニングシステムを不登校対応

として活用している学校は、小学校５

校、中学校５校となっているため、引

き続き各学校に不登校対応として活用

できることを啓発していく。 

また、不登校の児童・生徒にｅラー

ニングシステムが利用できることを各

学校に周知したり、めぐろエミールに

おいても活用場面を増やしていく。 

 

1-6-2 めぐろエミールの居場所機能の充実 

学習支援教室「めぐろエミール」通級者の個室希望の増加に対応するとともに、卓球やソフトバレーなどを

取り入れて運動の時間の活動を充実させて、不登校児童・生徒の通級意欲を高める。 

連番号 

１２ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

学習支援教室「めぐろエミール」では、 

個別の居場所機能を重視し、事前相談、

見学、入級面談でより丁寧な対応を行っ

た。 

■通級者数 

令和２年度末 ８０人 

これまで長期欠席・不登校の児童・生

徒のみを通級対象者としてきたが、学校

で居場所のない児童・生徒に対して、め

ぐろエミールを活用していくこととし

た。利用については、学習支援に限定す

ることなく、居場所として、健康レクリ

エーション室を使って、読書やカードゲ

ーム等多様な支援を行った。 

 

 

新型コロナ感染症の影響により学校

の臨時休業期間はあったものの、めぐ

ろエミールへの入級児童・生徒数の増

減はあまりなかった。 

また、入級児童・生徒全ての安定し

た通級につなげることができなかった

ため、不登校児童・生徒への支援は、

今後も取組の強化が必要である。 

めぐろエミールの出席率の改善を図

るため、児童・生徒の居場所づくりを

更に充実させるとともに、めぐろ学校

サポートセンター内のスクールカウン

セラー、スクールソーシャルワーカー、

教育相談員及び保護者、学校、関係諸

機関との連携を一層強化する。 
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1-6-３ 教育相談体制の充実 

不登校の未然防止、児童・生徒の健全育成推進のため、スクールカウンセラーを全校（園）へ派遣する。ま

た、スクールソーシャルワーカーを１人増員して４人体制とし、関係機関との連携の一層の強化を図り、児童・

生徒の不登校等の課題解決に向けて学校や保護者等への支援にあたる。 

連番号 

１３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

各小・中学校へのスクールカウンセラ

ーの派遣人数の拡充として、都費スクー

ルカウンセラーを３人増員した。 

また、スクールソーシャルワーカーに 

ついても１人増加し４人体制となり、き

め細かな支援を行った。 

＜スクールカウンセラー＞ 

■幼稚園・こども園、小・中学校 

 延べ相談件数 ２２，８６３件 

＜スーパーバイザー＞ 

■活用時間 ６２時間 

＜スクールソーシャルワーカー＞ 

■支援対象児童・生徒数 ８１人 

■訪問等件数 １，６９１件 

＜夏の子ども電話相談＞ 

■開設期間 ８月２１日～２４日 

スクールカウンセラーの相談件数は

新型コロナウイルス感染症の影響によ

り学校の臨時休業期間の影響もあり、

前年度より減少したが学校評価につい

ては、５段階評価で４．０２となり目

標値の３．９を上回った。 

スクールソーシャルワーカーについ

ては、３人体制から４人体制になり、

訪問等件数が前年度と比べ１６９件増

加したが、学校評価については、５段

階評価で３．４となり、目標値の３．

９を下回った。 

引き続き不登校等の未然防止に向け

た学校への支援のため、スクールカウ

ンセラーの派遣人数の拡充として、区

費スクールカウンセラーを２人増員す

る。 

スクールソーシャルワーカーの派遣

については継続し、学校・家庭・関係

機関との連携を図り、児童・生徒・保

護者に直接的・間接的に援助し困難事

例等の解決に努める。 

 

1－７ 体験学習の実施 

1-７ 自然宿泊体験教室事業の実施 

自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心を育てるため、安全面を留意しつつ、自然や地域

の特性を生かした活動内容の一層の充実を図り、子どもたちの自立性、社会性の向上に努める。 

連番号 

１４ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 評価不能 今後の方向性等 継続 

新型コロナ感染症の影響により、小学

校興津自然宿泊体験教室、小学校八ヶ岳

自然宿泊体験教室、中学校八ヶ岳自然宿

泊体験教室、友好都市における自然宿泊

体験教室の全事業を中止とした。 

自然宿泊体験教室における感染症対策

ガイドラインの作成、学園内における感

染症対策用品の準備、アクリルパーテー

ションの設置、また、令和３年度の事業

をより安心、安全に実施できるよう、バ

スの増台配車など感染症対策に要する予

算措置を行った。 

評価不能のため、記載なし。 国や都、専門家が推奨する感染対策

に注視し、児童、生徒、また保護者が

安心できるよう、学園施設をはじめ、

感染対策に関する環境整備に取り組

む。 

令和４年度に交流校である気仙沼市

立大島中学校が学校統合されることか

ら、自然宿泊体験教室を通じた交流活

動の在り方について、教育指導課と連

携して検討する。 

角田市についても、令和４年度から

市内小学校の統廃合が順次行われるた

め、動向を見極めながら、引き続き、

自然宿泊体験教室の再開に向けた検討

を行う。 
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1－８ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

1-８-１ めぐろ ここカラダ月間の実施 

「めぐろ ここカラダ月間」を基盤とし、「めぐろ ここカラダシート」等の活用を通して、家庭と連携しながら幼

稚園・こども園年長から中学校第３学年までの系統的な健康の保持増進及び体力向上に努める。 

連番号 

１5 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

令和元年度に作成した「めぐろ ここカ

ラダシート」を全小・中学校、幼稚園・

こども園で活用し、健康の保持増進及び

体力向上に努めた。 

新型コロナ感染症拡大防止の観点から

体力テストを中止した学校については、

「めぐろ ここカラダシート」の体力テス

トに関する付録ページを活用することが

できなかった。 

体力向上推進委員会において、各学

校・園の活用状況を確認し、「めぐろ

ここカラダシート」改訂作業を行った。 

 

令和３年度は、６月の体力テスト実

施期間、１０月の東京都体力向上努力

月間、１月のめぐろ ここカラダ月間

に、「めぐろ ここカラダシート」等を

活用して、各教科等と関連付けながら、

体力向上に向けた取組を行い、さらな

る体力向上を目指す。 

１-8-2 健康課題改善に向けた事業の実施 

学校健康トレーナー（６人）を全小学校へ定期的に派遣するとともに、健康課題（肥満・体力不足等）をもつ

児童を対象に「めぐろ元気あっぷ教室」を開催し、課題の改善に取り組む。 

また、学校健康トレーナーによる健康相談、食育推進指導員（管理栄養士）による栄養相談、小児生活習

慣病専門医による講演・相談事業等を行う。 

連番号 

１６ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

学校健康トレーナー６人を小学校へ定

期的に派遣し、肥満やぜん息、アレルギ

ー、体力不足等の健康課題のある児童の

課題改善に向けて、運動支援や運動観察

などを行うとともに、教職員と連携して、

相談・指導（運動プログラムや生活改善

プログラムの提供等）を実施した。 

新型コロナ感染症対応のため「めぐろ

元気あっぷ教室」の動画配信を１０回実

施した。 

参加者アンケートにより「変化を感

じた」回答割合が６８％にとどまった

のは新型コロナ感染症対応で実施回数

が減ったことが影響していると思われ

る。そうした状況下でも健康教育の推

進に向けて積極的に教職員との連携を

図り、学校健康トレーナーを定期的に

学校に派遣することで児童の状況把握

によりきめ細かな対応を図ることがで

きた。 

また、「めぐろ元気あっぷ教室」に

おいても、保護者の高い評価を得るな

ど、児童の健康課題改善に向けて計画

を遂行することができた。 

児童・保護者からの意見や要望等を

踏まえながら「めぐろ元気あっぷ教室」

の内容の充実を図っていく。 
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1－９ 食育の推進 

1-９-1 食育の取組の充実 

「学校（園）における食育指針」や新たに作成したマニュアルに基づき、学校、こども園、幼稚園での食育の

推進を図るとともに、家庭や地域が食に関する認識を深め、学校と連携した食育の推進に資するよう努める。 

連番号 

１７ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

令和２年３月に改定した「学校（園） 

における食育指針」に基づき、食育リー

ダー研修の実施、学校給食における地元

産大根の活用により各校・園における食

育の推進に努めた。 

 また、食育実践事例集「みんな大好き

学校給食」を９６冊販売した。 

令和３年１月１９日から２８日まで、

パネル展示「みんな大好き学校給食」を

実施し、地域に向け、学校給食及び食育

についての啓発を行った。 

各教科や道徳など教育活動、地場産

物を活用した給食の実施、学校ホーム

ページや給食だより、パネル展示等に

よる家庭への啓発などを通して「学校

（園）における食育指針」に基づく食

育推進を図ることができた。 

また、学校においてＧＩＧＡスクー

ル構想において配付した情報端末を活

用し、新たな食育の取組を行うことが

できた。 

なお、試食会、招待給食については、

新型コロナウイルス感染防止対策のた

め、実施できなかった。 

 

「学校（園）における食育指針」の、

マニュアルを見直し、学校・園がより

活用しやすいものとする。 

また、食育実践事例集の販売やパネ

ル展示「みんな大好き学校給食」実施

による一般区民への啓発を通して更な

る食育を推進する。 

1-９-２ 特別給食の実施 

オリンピック･パラリンピック教育の観点を踏まえ、世界の料理や日本の郷土料理など食文化の伝承を図るた

め、小・中学校で実施している特別給食に係る食材費の支給（公費負担）を年７回分から年８回分に拡充する。 

連番号 

１８ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

伝統文化を継承することの大切さを理

解し親しむための日本の行事にちなんだ

行事食や友好都市を含めた郷土料理、国

際理解を深めるための世界の料理などを

献立に取り入れた。 

特別給食の実施回数を年７回から年

８回に増やすことに伴い、食材費の支

給（公費負担）も併せて拡充した。東

京２０２０大会に合わせ、世界の料理

や郷土料理を献立に取り入れ、学校給

食を活用した食育を行うことができ

た。 

 

幼児、児童、生徒が伝統的な食文化

に親しみ、それを継承することの大切

さを理解するよう、日本の行事にちな

んだ行事食や友好都市も含めた各地の

郷土料理、国際理解を深めるための世

界の料理などを取り入れた特別給食を

引き続き実施していく。 

 

1-９-３ 食物アレルギー対策の徹底 

食物アレルギーをもつ児童・生徒への安全な学校給食の提供に取り組むとともに、アレルギー症状を発症

した場合には適切かつ迅速に対応できるように、対応マニュアルの周知徹底や緊急時に備えた訓練をはじ

め実践的な研修の実施を徹底する。 

連番号 

１９ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

 「学校におけるアレルギー疾患への対

応の手引」(平成２３年２月策定)、「学

校給食における除去食提供マニュアル」

（平成２６年４月策定）に基づき、学校・

園における食物アレルギー対応を進め

た。 

また、教職員による校内研修の実施や

東京都教育員会等が主催する研修の受講

など、実践的な知識や対処法等の習得に

努めた。 

 

「学校におけるアレルギー疾患への

対応の手引」(平成２３年２月策定)、

「学校給食における除去食提供マニュ

アル」（平成２６年４月策定）等を活

用するとともに、研修の受講等により、

実践的な知識や対処法等を習得し、食

物アレルギー対応への取組に生かすこ

とができた。 

学校・園、保護者、教育委員会が連

携し、より安全な給食提供に取り組ん

でいく。 

また、マニュアルの周知徹底、緊急

時に備えた訓練や実践的な研修を実施

するなど、学校・園における対策に引

き続き取り組んでいく。 

「学校におけるアレルギー疾患への

対応の手引」と「学校給食における除

去食提供マニュアル」を「学校・園に

おけるアレルギー疾患の対応の手引」

として改定し、令和４年度の幼児・児

童・生徒への適用を目指していく。 
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１－１０ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

1-10 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

幼児・児童・生徒がスポーツにより心身の調和的発達を遂げ、オリンピック・パラリンピックの歴史・意義や国

際親善、障害者理解の促進、ボランティア活動など、その果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の国々の

歴史・文化・習慣などを学び、間接的・直接的に交流することを通して国際理解を深めるよう、年間３５時間程

度を目安に全校（園）でオリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

全年長児・児童・生徒が安心・安全にオリンピック・パラリンピック競技を観戦する。 

連番号 

２０ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

全学校・園で、各教科等の学習活動に

位置付けて、オリンピック・パラリンピ

ック教育を実施した。 

教育課程の編成に関する指導・助言を

通して、各校における年間指導計画の確

実な作成を図った。 

東京都の事業「ＹＯＫＯＳＯ」プログ

ラムを菅刈小学校で実施した。 

新型コロナ感染症拡大防止の観点から

オリンピアン・パラリンピアンとの交流

を中止した学校があった。 

また、東京２０２０大会は令和３年に

延期されたため、全５歳児・児童・生徒

の観戦は実施していない。 

 

全学校・園がオリンピック・パラリ

ンピック教育の年間指導計画を作成し

た。また、各教科等において、小・中

学校の全学年で３５単位時間以上「４

×４の取組」を実施することができた。 

令和２年度のオリンピック・パラリ

ンピック教育の取組が評価され、五本

木小・東根小・第十中（事業推進部門）、

田道小（環境部門）の４校が令和３年

度のアワード校に指定された。 

引き続き、全学校・園で感染症対策

を講じた上で、オリンピアン・パラリ

ンピアンの講演の実施や国際理解教育

の推進を行う。 
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重点課題２ 学校の教育活動を支える条件整備の充実 

【施策の方向性】 
１ 教員の資質・能力の向上 

日常的に学び合う校内研修や、自ら課題をもって自律的、主体的に行う研修を通じて、教員一人ひとりが教
育課題に対する理解と認識を深め、授業力や指導力、対応力などの資質・能力を高める。また、特別支援教育
の視点をもった指導・支援ができる教員を育成する。 

 
2 特別支援教育の推進 

心のバリアフリーの推進、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、保護者や関係機関等との連
携による支援体制の充実等、「特別支援教育推進計画（第四次）」に掲げる施策を総合的に推進し、特別支援
教育のさらなる充実を図る。 
 

3 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 
子どもの学びの連続性を意識し、就学前施設と小学校が連携した活動を進めるなど校種間の円滑な接続を

図るとともに、中１ギャップ等の課題解消や一人ひとりの能力を引き出し高めるため、一貫性のある指導方法や
指導内容による義務教育９年間を見通した系統的・継続的な教育活動を推進する。 

 
4 部活動の充実 

部活動をさらに活力あるものにするため、部活動指導員・外部指導員の確保と活用を図る。また、「目黒区立学校に

係る部活動の方針」に基づき、適切な活動時間や休養日を設定するとともに、生徒自らの適性や興味・関心をより深く

追求する指導を充実する。 
 

5 学校施設の活用による放課後事業の充実 
児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、学校や地域と協力し、地域の

人材や学校施設の活用による放課後事業の充実を図る。また、区長部局と連携・協力し、放課後子ども総合プ
ランによるランドセルひろばの拡充等を順次進める。 
 

６ 学校における働き方改革の推進 
教職員一人ひとりが勤務時間を意識した働き方を進めるとともに、業務の適正化、副校長・教員の負担軽減を

図るため、「目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム」の取組を総合的に推進していく。 

 

重点課題２ 学校の教育活動を支える条件整備の充実 各実施策の点検・評価結果 

2－１ 教員の資質・能力の向上 

2-1-1 学校を拠点とした教員人材育成の実施 

学校教育における質の高い学びを実現し、子どもたちにこれからの時代に必要となる資質・能力をはぐくむ

ため、「主体的・対話的で深い学び」の視点に基づく授業改善や今日的な教育課題を取り入れた研修を実施

する。教員の多忙化に配慮しながら研修の在り方の改善を通して、教員の資質・能力の向上を図る。 

連番号 

２１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

受講対象教職員の登録、eラーニング教

材の作成、受講手続きや受講方法の教員

への周知を経て研修を実施した。 

若手教員研修（４回）と中堅教諭等資

質向上研修Ⅰ（２回）においてブレンド

型研修を実施した。ｅラーニングシステ

ムの活用により教員が学校を離れる時間

を縮減した。 

新型コロナ感染症拡大防止の観点か

ら、集合型ではなく、所属校等における

研修に代替したものがあった。 

ブレンド型研修は、研修の効果を高

めるとともに、働き方改革の一環とし

て集合時の研修時間を短縮することが

できた。新学習指導要領に対応した指

導資料「現代的な諸課題に関する教科

等横断的な教育推進資料」を、区主催

研修等で活用した。 

また、全教員に配備した情報端末に

資料を保存することで、教員が、いつ

でもどこでも見られるようにして、活

用を促進することができた。 

学校から離れる時間を最小限に抑え

つつも、教員の資質・能力の向上を図

ることができる研修の充実を図ってい

く。 

また、「授業改善の手引き～評価・

評定編～」を研修や目黒区教育開発指

定校の研究等において活用し、授業改

善の取組が行われるようにする。 
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2-1-2 特別支援教育の視点をもつ教員の育成 

全ての教員が特別支援教育の視点をもち、児童・生徒一人ひとりの課題に応じた指導が行えるように、大

学等の学識経験者による授業観察・指導助言の活用や、特別支援学級の担任や特別支援教室の巡回指導

教員、通常の学級の教員を対象とする特別支援教育研修や講演を実施するとともに、教員向けの合理的配

慮の提供事例集を更新する。 

連番号 

２２ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

特別支援教育研修を伝達還元研修とし

て実施した。 

合理的配慮の提供事例集を改訂し、全

教職員に配布するほか、区ホームページ

で公開した。 

＜特別支援教育に係る教員研修＞ 

■特別支援教育研修（３回） 

受講者：延べ１０２人 

■特別支援学級研修（３回） 

受講者：延べ６８人 

■教育相談初級研修（６回） 

受講者：延べ２０７人 

各校における伝達還元研修実施率

は、目標値９５％のところ９５．１％

となり、達成している。 

合理的配慮の提供事例集を改訂し、

改訂の趣旨を周知することで、学校・

園における取組について教職員の理解

啓発につなげることができた。 

伝達還元研修の実施率１００％を目

指すとともに、研修の受講者同士によ

る情報交換、伝達内容の確認の時間を

設け、伝達内容の充実を図る。 

合理的配慮の提供に関する好事例を

収集し、事例集を改訂することで、引

き続き教員の理解啓発につなげてい

く。また、改訂については、隔年で行

う。 

 

2－2 特別支援教育の推進 

2-2-1 心のバリアフリーの推進 

 教職員、児童・生徒、保護者・区民への特別支援教育に関する理解啓発を継続的に実施するとともに、交

流及び共同学習の充実、特別支援学校在籍の児童・生徒の副籍交流の充実を図る。 

連番号 

２３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

東京都の「特別支援学級専門性向上事

業」を受託した碑小学校においては、３回

の研究授業と協議会を実施し、交流及び共

同学習の実施に向けたチェックシートを

作成した。 

特別支援学校在籍の児童・生徒との直接

交流（小・中計３校）と間接交流（小・中

計２０校）を実施した。 

通常の学級と特別支援学級とで行う

「交流及び共同学習」を計画的・継続

的に推進するに当たり、指導計画の作

成や事前学習・事後学習、評価方法等

を研究することができた。 

「特別支援学級交流及び共同学習の

実施に向けたチェックシート」と「授

業観察用紙」を作成し、交流及び共同

学習の充実を図ることができた。 

碑小学校特別支援学級担任が中心と

なって、「交流及び共同学習」の研究

の成果を他の特別支援学級に普及して

いく取組を通して、特別支援教育に関

する理解啓発を図るとともに「交流及

び共同学習」を推進する。 

今後も特別支援学校在籍の児童・生

徒との副籍交流に継続して取り組んで

いく。 

 

2-2-2 自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）の設置 

 令和３年４月の五本木小学校内への自閉症・情緒障害特別支援学級設置に向けて必要な準備を進める。 
連番号 

２４ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 終了 

小学校における自閉症・情緒障害特別

支援学級設置検討委員会を３回開催し、

設置に向けた課題の検討を行った。 

設置検討会で検討された課題を踏ま

え、教室やトイレ等の改修工事の実施、

教材教具の購入など学級の基盤整備を行

った。また、入級及び対象児童の目安や

教育課程編成方針について検討し、考え

方を整理した。 

令和２年度中に自閉症・情緒障害特

別支援学級設置に向けた準備を完了

し、予定どおり令和３年４月に学級を

開設することができた。 
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2-2-3 特別支援教育支援員の配置による支援の充実 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への生活面や学習面への支援を行うため、特別支援教育

支援員の配置時間を拡充する。 

連番号 

２５ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

特別支援教育主任専門員及び教育相談

員が学校への巡回訪問を実施し、特別支

援教育支援員の適切な配置を行った。 

特別支援教育支援員の資質・能力向上

のための研修を行った。 

＜特別支援教育支援員配置執行実績＞ 

■令和２年度  

対象 ７３０人 

配置 ７４，０１６時間 

通常の学級に在籍する特別な支援を

必要とする児童・生徒に対して、学習

面、生活面での支援を行うことができ

た。 

配置した特別支援教育支援員に対す

る学校評価は、４段階評価で３．３で

あり、目標値に達しなかった。 

前年度と比較すると、特別支援教育支

援員配置対象児童・生徒数は１３．７

１％増、配置時間数も１４．０１％増

となり、増加傾向が続いている。 

引き続き、学校での行動観察を通し

て、児童・生徒の状態を的確に把握し、

対象児童・生徒が学校生活上、必要と

する支援が受けられるよう、特別支援

教育支援員の適切な配置を行ってい

く。 

研修の内容を充実させ、支援員の資

質・能力の向上を図る。 

2-2-４ 医療的ケア指導医及び看護師の配置 

小・中学校での医療的ケア実施についての助言等を得るため新たに医療的ケア指導医１人を配置して学

校に派遣する。また、医療的ケアを安全かつ適切に実施するとともに、必要とする児童・生徒の増加に対応

するため、学校への看護師配置を拡充する。 

連番号 

２６ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

学校及び保護者と協議を行い、学校が

医療的ケアに関して主治医等医療機関と

の連携体制を構築し、学校への看護師の

配置を行った。 

令和２年度から医療的ケア指導医を１

人配置した。 

＜看護師の配置状況＞ 

■派遣看護師     ３人 

■会計年度任用看護師 ３人 

医師である専門家の助言が得られ、

安定した医療的ケアの提供につながっ

た。 

なお、当初配置していた医療的ケア

指導医が途中交代となったことから、

派遣回数が目標値に満たなかった。 

指導医は、学校への直接派遣だけで

なく、医療的ケアが必要な肢体不自由

学級の就学支援委員会への出席や、マ

ニュアル作成への助言など、多方面で

の取組を行っていく。 

看護師は、配置方法を検討しながら、

医療的ケアを必要とする児童・生徒に

適切に配置する。 

2-2-５ 小学校就学前ガイダンスの実施 

医療・教育・心理の専門家が幼稚園、こども園、保育園等を訪問し、教職員や保護者からの相談を受け助

言する小学校就学前ガイダンスを実施し、早期からの支援や円滑な就学先の選択に結びつける。 

連番号 

２７ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

区立幼稚園・こども園、私立幼稚園、

認可保育所・認証保育所を対象として利

用希望をとり、医師・心理・教育の専門

家が訪問して観察・面談・助言を行った。 

＜小学校就学前ガイダンス実施状況＞ 

■実施時期 ７月～２月 

■実施園数 ３９園 

〔内訳〕 

区立幼稚園１園・こども園２園 

私立幼稚園７園 

公立保育園４園 

私立保育園２５園 

認証保育所１園 

■対象園児数 ８７人 

〔内訳〕３歳児１４人、４歳児２４人、

５歳児４９人 

■訪問回数 延べ６１回 

多くの園で実施できるよう申込方法

を見直した結果、前年度と比較して、

就学前ガイダンスの実施園を４園増や

すことができた。 

引き続き、利用する園・園児数の増

加に向けて、幅広く周知を図るととも

に、基礎調査票の事前提出を徹底する

等事業の円滑化に取り組む。 
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2－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

2-3-１ 小学校・中学校間の連携・交流の強化 

 児童・生徒の生きる力をはぐくむため、「小・中連携子ども育成プラン」に基づき、小・中学校が連携した教育

活動を進める。 

連番号 

２８ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

小・中連携の日を全中学校区で２回以

上実施した。新型コロナ感染症拡大防止

の観点から、児童・生徒それぞれの代表

者がいじめ問題を考えるめぐろ子ども会

議に参加した。 

感染症対策を講じた上で、授業参観を

実施した中学校区があった。また、中学

校区で教員による進学に当たっての連絡

会、情報交換等を実施し、小・中学校の

連携を進めた。 

新型コロナ感染症拡大に伴う学校の

臨時休業により、小・中連携の日の第

１回を中止とした。第２回、第３回に

ついては、授業公開を実施せず、各中

学校区において、会の開催方法を実態

に応じて工夫し、実施した。 

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会

議は、感染症対策を講じた上で、児童・

生徒それぞれの代表者で実施すること

ができた。オンライン会議システムを

活用して、会議の様子を配信し、意見

交換を行った中学校区もあった。 

感染症対策を講じながら、各中学校

区の「小中連携連携こども育成プラン」

に基づいた小・中連携を実施していく。 

動画配信やオンライン会議システム

等を活用した「授業参観」、「児童へ

の中学校紹介」等の実施を各中学校区

に働きかけを行う。 

2-３-２ 幼稚園、こども園、保育園等と小学校との円滑な接続 

５歳児が円滑に小学校生活や学習へ適応できるよう工夫された「アプローチカリキュラム」、新１年生が小学

校生活に慣れることができるよう弾力的に編成された「スタートカリキュラム」を実施し、幼児教育から小学校教

育への円滑な接続を図る。また、公私立の小学校就学前施設と小学校の合同研修会や幼児と児童の交流な

ど連携した活動を進める。 

連番号 

２９ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

小学校就学前教育研修を実施し、区立

幼稚園、各こども園、各小学校の教諭及

び私立保育園等の保育士等が受講した。     

また全区立幼稚園、こども園、小学校

においてアプローチカリキュラム、スタ

ートカリキュラムを実施した。 

全園で、幼児と児童の交流活動の場

を設定し、実施することができた。 

小学校就学前教育研修を実施した結

果、受講者アンケートの内容理解につ

いても４段階中、平均３．８を維持し

た。全小学校、幼稚園、こども園にお

いてアプローチカリキュラム、スター

トカリキュラムの充実を図ることがで

きた。 

引き続き幼稚園・こども園における

アプローチカリキュラム及び小学校に

おけるスタートカリキュラムの実践を

推進する。さらに、幼小連携実践事例

集の作成について検討をすすめ、多角

的な連携の取組を充実させる。小学校

就学前教育研修において、事前課題と

して e ラーニングに取り組むブレンド

型研修を取り入れ、より理解を深めら

れるようにする。 

 

2－4 部活動の充実 

2-４ 部活動支援の充実 

活力ある部活動の実現に向け、校長による管理・監督の下で教育課程と関連させながら、生徒が自らの適

性や興味・関心を伸ばすための指導を充実するため、部活動指導員・外部指導員等を確保するとともに、大

学等教育関係機関の専門家等によるコーチングやスポーツメンタル等の研修等を年２回実施し、資質や指導

技術の向上を図る。 

連番号 

３０ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 拡充 

学校要望を受け、部活動指導員１５人

（８校）、外部指導員８０人（９校）を

配置した。 

なお、外部指導者を対象とした研修会

は、春、秋とも新型コロナ感染症の影響

により中止とした。 

外部指導者配置のための事務マニュア

ルを学校に配布するとともに、希望する

学校には通年で随時配置を行った。 

令和元年度に引き続き、令和２年度

も外部指導者の配置を必要とする学校

すべてに配置することができた。 

一方、これまで対面形式で実施して

きた研修会が新型コロナ感染症の影響

で中止となった。今後、より効率的で

効果的な研修とするため、オンライン

配信やＤＶＤの配布など映像を使った

取組を検討していくが、オンデマンド

で受講できる環境の構築や通信機器を

持たない指導者の研修機会の確保など

も併せて考えていく必要がある。 

予算措置を含め、引き続き、外部指

導者の活用を推進するとともに、学校

が必要とする配置を行う。 

外部指導者の謝礼支給基準を見直

し、令和３年度より、大会引率時の謝

礼について、従事時間に応じた謝礼額

を支給することとした。 

コロナ禍においても研修機会を確保

するため、オンラインやＤＶＤを用い

た映像研修の実施方法を検討する。 
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2－5 学校施設の活用による放課後事業の充実 

2-５ 放課後事業の充実 

放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保のため、全小学校で実施している「ランドセ

ルひろば」のより効果的、効率的な実施に努めるとともに、「子ども教室」の実施小学校区の拡大及び教室内

容の充実を図る。また、放課後子ども総合プランによるランドセルひろばの拡充について、放課後子ども対策

課と協力・連携していく。 

連番号 

３１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜ランドセルひろば事業＞ 

効果的・効率的な運営のため、管理運

営員の資質の向上を目的として、研修の

充実を図った。利用者のケガ等を補償す

るための傷害保険制度を継続して実施し

た。 

また、放課後子ども総合プラン実施に

当たり、放課後子ども対策課と連携し、

対象校のランドセルひろば管理運営員及

び子ども教室運営委託団体へ事業等の説

明を行った。 

■実施校数     小学校２０校 

中根小学校及び東根小学校は、目黒区

放課後子ども総合プランの一体型モデル

事業である「ランドセルひろば（拡充）」

を実施 

■延べ実施日数   ２，５９０日 

■延べ参加児童数  １３１，５１９人 

＜子ども教室事業＞ 

チラシの作成・配布及びパネル展示を

行い、事業の周知を図った。また、団体

関係者の資質の向上を目的として、研修

の充実を図った。子ども教室事業の拡充

のため、教室未実施校の学校関係者等に

幅広く声掛けを行い、子ども教室開設に

ついて協力を依頼した。 

■実施団体数   １５団体 

■延べ実施回数  ２９１回 

■延べ参加人数  ４，２５７人 

＜ランドセルひろば事業＞ 

ランドセルひろば管理運営員の研修

内容を工夫・充実させ、円滑な運営の

一助とした。また、利用者のケガ等を

補償する傷害保険加入を継続して実施

し、安心・安全なランドセルひろば運

営に向けての成果があった。 

新型コロナ感染症対策に伴う臨時休

業期間は事業を中止した。 

＜子ども教室事業＞ 

 事業を紹介するチラシ配布及びパネ

ル展示により、子ども教室事業の幅広

い周知について効果があった。 

また、実施校の拡大については、開設

を検討している団体や該当の小学校長

へ事業等の説明を行ったが、実施にま

では至らなかった。 

新型コロナ感染症対策に伴う臨時休

業期間は事業を中止した。また、学校

等の施設使用が制限されていた期間

は、活動場所が確保できなかったため、

大半の団体が事業を中止せざるを得な

かった。 

＜ランドセルひろば事業＞ 

放課後子ども総合プランに基づく

「ランドセルひろば拡充」について、

放課後子ども対策課と協力していく。 

また、子どもたちが安心・安全に遊ぶ

ことができる居場所づくりのため、管

理運営員の研修等を充実させる。 

＜子ども教室事業＞ 

放課後子ども総合プランの進捗を踏

まえ、子ども教室実施の拡大に向けて

関係者に働きかけを行う。また、子ど

も教室実施団体の意向を確認しつつ、

教室内容の充実について引き続き検討

する。 

子ども教室事業について区民に幅広

く理解してもらうため、区のホームペ

ージ及び事業を紹介するチラシについ

て、各実施団体の様子や実施状況等が

より深く理解できる内容になるよう検

討を進める。 
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2－6 学校における働き方改革の推進 

2-６-1 教職員出退勤管理システムの導入 

使用者の責務として教職員の実働勤務時間を客観的に把握するとともに、教職員の勤怠管理業務を担っ

ている副校長の負担軽減を図るため、東京都の補助金を活用して出退勤管理システムを導入する。 

連番号 

３２ 

 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 終了 

東京都の補助金を活用し、教職員出退勤

管理システムの構築を行った。 

 

プロポーザル方式により委託業者を

決定し、システムの構築を計画どおり

行った。 

 ＩＣタイムレコーダーを利用した打

刻により教職員の勤務時間の客観的な

把握が可能となったほか、勤怠等の電

子申請・電子決裁により勤怠管理を担

っている副校長の負担軽減を図ること

ができた。 

しかし、コロナ禍により集合研修を

行うことができなかったため、教職員

への研修が不十分だった。 

 

教職員の勤務時間を適切に把握し、

一人ひとりがタイムマネジメントを意

識した働き方となるよう促していくと

ともに、安定したシステム運用を行い、

教職員の理解を進めることで、勤怠管

理業務の更なる効率化を図っていく。 

2-６-2 学校徴収金管理システムの導入 

学校徴収金業務の効率化と会計事故防止を図るため、学校徴収金に係る業務を一体的に管理できるシス

テムを導入する。 

連番号 

３３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

プロポーザル方式による事業者選定を

行った。システム導入準備では、コロナ禍

で対面での打ち合わせが制限される中、オ

ンライン会議などを活用し、必要な要件定

義の協議を効果的に行った。 

また、システム導入を契機とした業務の

効率化とともに、運用手順や方法の見直し

による業務量そのものの削減策について

も検討した。 

 

プロポーザル方式により、他自治体

での導入実績が豊富で、パッケージ機

能の中で期待する仕様の大部分を満た

す効果的なシステムの導入を実現し

た。 

また、システム導入を契機として、

教職員の負担軽減の効果をより高めて

いくため、小学校２校へのシステム導

入を先行して行うこととし、業務の運

用手順や方法、作業分担の見直しに向

けた検討を具体的に進めていくことと

した。 

引き続き、令和４年４月の小学校２

０校の運用開始に向け、システム導入

準備を進めていく。また、令和３年４

月から運用を開始した学校に対して

は、システム操作研修を開催するとと

もに、必要に応じて訪問指導を行うな

ど、業務が円滑に実施できるようサポ

ートを行う。 

併せて、教職員の負担軽減とより正

確で効率的な執行体制の実現に向け

て、小学校２校での試行的取組を通じ

て、適切な作業分担などについて検討

していく。 

２-６-3 学校を支える人員体制の確保 

教員や副校長の業務負担軽減のため、実態に応じた専門スタッフの配置や国庫補助を活用したスクール・

サポート・スタッフの全校配置に加え、東京都の補助事業を活用して副校長補佐の配置校を拡充する。 

連番号 

３４ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 拡充 

スクール・サポート・スタッフや副校長

補佐等を学校に配置し、教員や副校長の業

務負担軽減を図った。 

＜配置状況＞ 

■スクール・サポート・スタッフ 

 全小・中学校 

■副校長事務補助員 

 小学校２校（大規模校） 

■副校長補佐 

 小学校１７校 

 中学校５校 

スクール・サポート・スタッフを全

校に配置することができた。 

引き続き、副校長事務補助員を小学

校の大規模校２校に配置した。 

希望した全ての学校に副校長補佐を

配置し、大規模校以外の副校長につい

ても業務負担の軽減を図ることができ

た。 

副校長補佐が未配置となっている学

校についても、東京都の補助事業を活

用して副校長の業務負担軽減を図って

いく。 
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重点課題３ 子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 

【施策の方向性】 

１ 家庭・地域の協力による安全対策、生活安全教育の推進と安全体制の確保 
保護者・地域の協力を得ながら、地域ぐるみの安全対策を推進する。また、NPO 法人と連携し、小学校新１年

生を対象とした犯罪被害から自らの身を守るための安全教育に取り組む。東京都の補助事業を活用した防犯カ
メラ整備を進める。 

 
2 防災教育の推進 

児童・生徒の防災・減災への関心・意識を高め、自分で考え行動できる力を身に付け、災害時等の状況に応じ
た的確な判断や行動ができる能力・態度の育成に引き続き取り組む。 

 
3 校舎の改築等の推進 

学校施設の計画的な更新に向けた検討、学校施設を活用した放課後の居場所づくりを、区長部局と協力・連
携して進める。 

 
4 学習・生活環境の改善 

児童・生徒の学習・生活環境の維持・向上のための改修を計画的に実施するとともに、猛暑対策として給食室
の環境改善、運動会等屋外活動の熱中症対策にも取り組む。 
 

5 学校の ICT環境整備 
小・中学校の教育用ＩＣＴ機器の入れ替え、電子黒板機能プロジェクターの整備などハードウエアの充実を図

る。さらに、本区の教育の情報化推進に向けた計画を策定する。 
 

6 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 
南部・西部地区の区立中学校の統合に向けて、統合の対象となっている４校（第七・第八・第九・第十一中学

校）を２校程度とするため、具体的な統合実施策をとりまとめ、統合方針を改定する。 
 

 

重点課題３ 子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 各実施策の点検・評価結果 

３－１ 家庭・地域の協力による安全対策、生活安全教育の推進と安全体制の確保 

３-１-１ 地域の協力による安全ネットワークの充実 

子どもたちが犯罪や事故などによる身の危険を感じたときに緊急避難できる場として推進している「こども１

１０番の家」については、引き続き学校、ＰＴＡ等との連携・協力を進めるとともに、協力家庭の増加を図る。 

連番号 

３５ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

家庭、商店や事業所などの「こども１

１０番の家」の協力家庭を区内全域に確

保し、地域と協力して子どもたちの安全

を守る一助として取り組んだ。また、各

区立小・中学校には、新学年進級時に保

護者に対し「こども１１０番の家」につ

いて概要のチラシを配布した。なお、め

ぐろ区報、区ホームページを利用して事

業を周知した。 

■協力家庭登録数 

１，８１７軒 

（令和３年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

子どもたちが通学中などの身の危険

を感じたときに、すぐに駆け込める場

所があることで子どもたちの安心を守

る「地域の安心感」の一助となってい

る。また、「こども１１０番の家」プ

レートを掲げているお宅や商店が近隣

に何軒かあることで不審者が近寄りに

くい環境を作り出し「地域の抑止力」

としての効果があった。 

事業周知及び協力家庭の増加に努め

たが、近年の傾向として、高齢者世帯

の増加による協力家庭の辞退や、集合

住宅におけるステッカーの掲示が困難

であること等が理由となり、協力家庭

数は伸び悩んでいる。 

 

「こども１１０番の家」については、

めぐろ区報、区ホームページを利用し

て事業を周知していくとともに、学校、 

ＰＴＡ等に協力を呼びかけて、事業の

周知及び協力家庭の増加を図ってい

く。 

また、区の施設等にも「こども１１

０番の家」協力の働きかけを行う。 
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３-１-２ めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）の運用 

子どもの安全に関する緊急情報を送信する「めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）」に

ついて、学校からの連絡などの利用も含め、保護者にとって有用な活用を図り、児童・生徒の安全・安心を確

保する。 

連番号 

３６ 

 

 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

不審者情報等の配信により保護者の注

意を喚起することで、児童・生徒の安全

確保に寄与した。各校からの配信も、全

校配信、学年配信を使い分けて、それぞ

れ必要な情報配信に努めた。新型コロナ

感染症の影響で学校からの配信機会も増

え、必然的に登録率が大幅に上昇した。 

＜めぐろ子ども見守りメール運用状況＞ 

（令和３年３月３１日現在） 

■登録数（登録率） 

１２，４４８人（９５．８％） 

〔内訳〕 

小学校 ９，６５７人（９６．６％） 

中学校 ２，５７３人（９２．７％） 

幼稚園・こども園 ２１８人（１００％） 

 

新型コロナ感染症の影響による、学

校の臨時休業をはじめ、関連情報の配

信機会が増加した。 

また、各学校からの休業期間中にお

ける情報伝達手段として活用するた

め、保護者への登録を促した結果、登

録率が大幅に上昇した。 

全庁的な情報技術の活用状況や他区

の同種事業の実施状況に留意しつつ、

引き続き見守りメールの安定・円滑な

利活用を図る。 

災害時における緊急連絡機能として、

ＳＮＳ等を活用した、様々な通信手段

について、最新技術動向等を注視し、

関係所管と連携しながら、システムの

再構築を検討していく。 

３-１-３ 生活安全教育の推進 

児童・生徒の安全への意識の向上に向け、保護者・地域の協力による地域安全マップの作成（小学校）を

行うとともに、交通安全教室や教職員及び中学生を対象とした普通救命講習会を実施するほか、ＮＰＯ法人

と連携して小１防犯教育プログラムを実施し、生活安全対策の充実を図る。 

連番号 

３７ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜地域安全マップ＞ 

学校の周りの危険な場所と安全な場所

を知るために、小学校（第３学年１１校、

第４学年６校、第５学年３校、第６学年

１校）で地域安全マップを作成・活用し

た。 

＜小１防犯プログラム＞ 

連れ去り、性犯罪被害などから自分自

身を守る力を身に付けるため、小学校第

１学年で小１防犯プログラムを実施し

た。 

＜普通救命講習＞ 

■教職員の普通救命講習 

普通救命講習   ７１人 

再講習      １４人 

合計 ８５人 

新型コロナ感染症の影響により、教職

員向け講習会は実施回数及び１回当たり

の受講者数が減少した。 

中学生の普通救命講習会は、学校の臨

時休業による授業時数確保の理由で実施

が見送られたものと、消防署からのキャ

ンセルにより、９校全てが実施できなか

った。 

 

＜地域安全マップ＞ 

各学校において、感染症対策を講じ、

工夫しながら地域安全マップの作成・

発表を行った。どのような場所で事故

や犯罪が起こりやすいかなど、児童の

地域安全に対する理解が深まり、区民

の一人として安全に生活しようとする

意識が高まった。 

＜小１防犯プログラム＞ 

学校の臨時休業に伴い、６月から 

１１月に実施し、児童の防犯意識を高

めることができた。 

＜普通救命講習＞ 

教職員の普通救命講習会は、新型コ

ロナ感染症の影響を受け、時期や感染

症対策を講じるなど工夫しながらの実

施となった。 

中学生の普通救命講習会は、３年生

を対象に３月実施予定の学校が多く、

指導する消防署と日程調整がつかずに

未実施となる学校があることから、実

施月及び実施学年を再度検討する必要

がある。 

＜地域安全マップ＞ 

安全教育プログラムの一つとして、

感染症対策を十分講じた上で、保護者

や地域の方々と協力しながら実施して

いく。 

＜普通救命講習＞ 

新型コロナ感染症の拡大防止策を講

じながら、各学校、消防署とも連携し、

安定した受講実施に向けて工夫してい

く。 

中学生の普通救命講習会は、引き続

き学校に実施月及び実施学年を検討す

るよう、各校に働きかけていく。 
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３-１-４ 登下校区域防犯カメラ整備 

通学中の子どもの安全・安心対策強化のため、整備済みの通学路の防犯カメラに加え、新たな東京都の

補助事業を活用して小学校の登下校区域に防犯カメラを設置する。 

連番号 

３８ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

学校に防犯カメラの設置場所調査を行

ったうえで、小学校１５校の登下校区域

に各校１台の防犯カメラを設置した。 

■設置校（１５校） 

八雲・下目黒・碑・中目黒・油面・大岡

山・烏森・向原・五本木・田道・月光原・

駒場・緑ヶ丘・不動・上目黒小学校 

当初の計画のとおり、１５校に１校

当たり１台、合計１５台の登下校区域

防犯カメラを設置できた。 

また、防犯カメラ設置場所等につい

て、小学校、町会及び警察署等に情報

提供を行った。 

令和３年度から学校の防犯カメラ

（登下校区域及び敷地内）に関する業

務の一元化を図るため、担当所管を教

育政策課に移管し、適切な管理を行っ

ていく。また、残りの小学校７校の登

下校区域に防犯カメラを１台ずつ設置

する。 

 

３－２ 防災教育の推進 

３-2 防災教育の推進 

自ら主体的に行動ができる能力をはぐくむため、学校防災マニュアルに基づく実践的な避難訓練を実施

する。また、「防災ノート」を活用したり、地域の防災訓練と連携したりするなど防災教育を引き続き実施する。 

連番号 

３９ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

全小・中学校において、感染症対策を

講じた上で各学校の実情に応じた様々な

災害を想定した避難訓練を実施した。ま

た、学校の実態に応じてＪアラートを用

いた訓練を実施した。小学校２校、中学

校１校がジュニア防災検定に取り組み、

家族と防災について話し合う機会や、防

災について正しい知識を身に付ける機会

につながった。 

＜避難訓練等の実施＞ 

■避難訓練の実施 

 全小・中学校 年８回以上 

■Ｊアラート訓練の実施 

 小学校 ３校 

 中学校 ２校 

■ジュニア防災検定の実施 

 小学校 ２校 

 中学校 １校 

新型コロナ感染症に伴う学校の臨時

休業により、年１１回以上の避難訓練

を年８回以上とした。 

学校、保護者、関係機関との連携を

促進し、児童・生徒の発達段階に合わ

せた防災教育が計画的に実施できてい

る。予期せぬ事態に備えるため、表面

的、形式的に終わることなく、今後も

Ｊアラートの活用、垂直避難訓練の実

施等、より実践的な訓練を実施する必

要がある。 

引き続き、登下校中の災害を想定し

た訓練や、地域と連携した訓練など、

実践的な訓練が実施されるように指

導・助言する。 

ジュニア防災検定は、五本木小学校、

上目黒小学校、目黒中央中学校で継続

して実施する。 

 

３－３ 校舎の改築等の推進 

３-3 学校施設の更新計画の策定 

平成３０・３１年度実施した小・中学校の構造体耐久性調査結果を踏まえ、区有施設見直し計画との整合を

図りながら学校施設の更新計画を策定する。 

連番号 

４０ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

令和２年７月に「学校施設更新計画素

案作成に向けた基本方針」を取りまとめ、

意見募集を行い、令和２年１１月に「学

校施設更新計画素案」を取りまとめ、説

明会及びパブリックコメントを実施し

た。これらを踏まえ、令和３年３月に学

校施設更新計画を策定した。 

当初の計画のとおり、令和２年度中

に学校施設更新計画を策定することが

できた。これにより、老朽化した学校

施設の更新を計画的に行うという方針

が明確になった。 

学校施設更新計画に沿って、具体的

な施設更新の取組を進めていく。 

令和３年度には学校施設の設計標準

を作成し、令和４年度から１校目の構

想・設計に着手していく。 
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３－４ 学習・生活環境の改善 

３-４-１ 学校校舎等整備 

安全で快適な施設の中で、児童・生徒が安心して学校生活を送れるよう、トイレの環境改善（小学校７校・

中学校１校）や校庭の整備（小学校 2 校、中学校１校）等の施設整備を行う。 

連番号 

４１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

＜トイレ環境改善＞ 

実施計画に基づき小学校７校、中学校１

校の各校とも１系統の整備を実施した。 

■実施校 

下目黒・油面・烏森・向原・田道・原

町・宮前小学校、東山中学校 

＜校庭整備＞ 

小学校２校、中学校１校の水はけ改善等

の校庭整備を実施した。 

■実施校 

大岡山小学校、五本木小学校、第十中学   

校 

児童・生徒が安心して学校生活を送

れるよう、教育環境の改善のために、

予定された整備工事を全て実施した。 

 トイレ環境改善の実施校において

は、児童・生徒が快適にトイレを利用

できるようになり、学校生活環境の向

上につながった。 

校庭整備の実施校においては、降雨

後の水はけが改善したことにより、校

庭を利用した授業を円滑に行えるよう

になった。 

トイレ環境改善（洋式化等）、水飲

栓直結化及び校庭整備をはじめとし

て、児童・生徒の生活様式の変化、施

設・設備の老朽化に対応した整備を行

っていく。 

３-４-２ 熱中症の予防対策 

学校施設内での熱中症予防のため、運動会等の屋外活動時の児童・生徒用テントを整備して必要な学校

に貸し出しを行う。また、調理中に高温となる給食室に簡易エアコンを設置する。 

連番号 

４２ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

＜ワンタッチテントの整備＞ 

ワンタッチテント３３張を購入し、運動会

等の熱中症対策として、区立小・中学校に

テントの貸出を行った。 

＜給食室への簡易エアコンの設置＞ 

小学校９校、中学校２校の給食室に簡易

エアコン設置を実施した。 

■実施校 

中目黒・油面・烏森・向原・五本木・

田道・原町・不動・上目黒小学校、第

七・第八中学校 

運動会等の屋外活動時における児

童・生徒の熱中症対策用にテントを整

備し、令和２年度から学校への貸出を

開始したことで熱中症予防を図ること

ができた。 

また、給食室に簡易エアコンを設置

したことにより、調理職員の労働環境

改善につながった。 

テントの整備を完了したため、今後

は、運動会等の熱中症対策として学校

へテントの貸出を行う。 

また、給食室の環境改善については、

今後も効果的な方策を検討していく。 

 

３－５ 学校の ICT 環境整備 

３-５-１ 学校のＩＣＴ環境整備 

教育用ＩＣＴ機器の更新時に、小・中学校の全普通教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置（中学

校 1 校）する。 

連番号 

４３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 見直し 

中学校１校の教育用ＩＣＴ機器の入替

を実施し、全教室（普通教室、特別教室、

特別支援教室）に電子黒板機能付きプロジ

ェクターを原則として固定式で設置する

など当初の予定事業を実施した。 

また、必要な機器の更新を実施するだけ

ではなく、ネットワーク環境の見直しも合

わせて実施した。 

 

当初の計画のとおり、中学校１校に

おいて、コンピューター教室の児童生

徒用パソコン４０台の更新を行い、普

通教室等に電子黒板機能付きプロジェ

クターを設置した。整備については、

前年度に引き続き、ＰＣ周辺機器拡充

や職員室無線ＡＰ設置など改善を図っ

た。 

学校ＩＣＴ環境整備については、国

のＧＩＧＡスクール構想を踏まえた整

備内容へと見直しを行い、実施計画に

基づき順次整備をしていく。 

また、国の他の計画や方針等も踏ま

え、当該内容を含めた教育情報化推進

計画を令和３年度に策定する。 

 

 



29 

３-５-２ 教育の情報化推進計画（仮称）の策定等 

今後のＩＣＴ活用・整備方針である教育の情報化の推進にかかる計画を策定する。 

また、令和元年度に策定した教育情報セキュリティポリシーに基づく取組を実践し、情報セキュリティの向

上を図る。 

連番号 

４４ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

教育の情報化推進委員会において現状

の確認と課題を整理し、令和２年度中の

策定を目途として検討を進めたが、新型

コロナ感染症拡大により計画策定を１年

延期し、ＧＩＧＡスクール構想による児

童・生徒１人１台情報端末整備と情報セ

キュリティポリシーに基づく取組を実施

し、学校の情報セキュリティ意識向上に

取り組んだ。 

＜取組状況＞ 

■ 教育の情報化推進委員会 

計画策定の検討 １回 

■ 動画視聴型セキュリティ研修 

受講者８２４人 

■ 教育情報セキュリティ監査 

小学校１校、中学校１校実施 

■ 教育情報セキュリティセルフチェッ 

ク ４０３人実施 

 

令和２年度内の計画策定を目途とし

て検討を進めたが、新型コロナ感染症

の感染拡大の影響等により、策定時期

を１年延期した。 

策定に当たっては、新型コロナ感染

症による教育活動への影響や学校を取

り巻く社会状況の変化、児童・生徒１

人１台の情報端末整備後の学校ＩＣＴ

環境等を踏まえた計画とするため、包

括的な検討を行うこととした。 

引き続き教育情報セキュリティポリ

シーの学校への周知徹底を確実に進

め、学校への監査・自己点検を実施し、

学校の情報セキュリティへの意識向上

を図る。 

教育の情報化推進計画については、

整備面だけでなく、運用面についても

計画的に進めていく必要があるため、

国の計画や方針等も踏まえ、令和３年

度に策定する。 

 

３－6 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

３-６ 南部・西部地区の区立中学校の統合に向けた取組 

南部・西部地区の中学校の適正規模・適正配置を実現するため、統合新校開校までの具体的な進め方を

とりまとめ、４校（第七・第八・第九・第十一中）を２校程度とするとしている現行の統合方針を改定する。 

連番号 

４５ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｃ 今後の方向性等 継続 

統合方針の改定に向けて、進め方の整

理や学校施設更新計画（令和３年３月策

定）との整合を図った整備手法の検討、

新型コロナ感染症の影響を踏まえた課題

整理を行った。 

庁内検討組織の会議を開催し、令和３

年度中の統合方針の改定に向けて、課題

の整理及び今後の進め方等の検討を行っ

た。 

新型コロナ感染症の感染拡大により

学校の臨時休業などがあり、検討の中

断を余儀なくされたため、統合方針の

改定に至らなかった。 

南部・西部地区の区立中学校の統合

に向けた進め方を整理し、統合の取組

の現状及び今後の予定について保護

者、地域の方等へ周知を図る。 

学校施設更新計画との整合を図った

施設整備や新型コロナ感染症による影

響等の課題を整理のうえ、令和３年中

に統合の具体策をとりまとめ、統合方

針を改定する。 
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重点課題４ 生涯学習の推進 

【施策の方向性】 

１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 
区内及び近隣地域の教育機関の専門性を生かした生涯学習講座の実施など、区民の関心や意欲に応える

生涯学習事業に取り組むとともに、だれもが、いつでも、どこでも講座や団体等の情報を得られるように、様々な
媒体を使った情報提供をさらに充実していく。 

 
２ 青少年健全育成事業の実施 
   青少年が地域社会を担う一員となるよう、自立性と社会性を身に付けるための体験機会や情報リテラシー教

育等の学習機会の提供を進める。 
また、青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら、場の提供や指導者の派遣等の支援を行う。 
 

3 家庭教育の支援 
子どもの生活習慣の習得や自立心の育成など、すべての教育の出発点である家庭教育が保護者の自覚と責

任によって行われるよう、家庭教育講座などを引き続き行うとともに、さまざまな機会・資源を活用し、より幅広く積
極的な支援を進める。 
 

４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 
区内の歴史的建築物や埋蔵文化財を調査・記録して、貴重な文化財を将来にわたって保存・継承していく。 
また、文化財や歴史資料を活用して、文化財への理解を深め、保護への啓発を行う。 

 
５ 図書館サービスの充実 
   年度ごとに重点テーマを定め図書館資料を充実させるとともに、通常の方法では図書館利用に障害のある

方々一人ひとりの状況に応じた障害者サービスを提供する。また、子どもたちを本の世界にいざなうための子ど
も読書活動をさらに進める。 

 

 

重点課題４ 生涯学習の推進 各実施策の点検・評価結果 

４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

４-1 大学等教育機関の専門性を生かした事業の実施 

現在実施している区内及び近隣教育機関との連携・協力を進め、ニーズに沿った企画を実施するととも

に、新たな教育機関との連携を検討し、区民の生涯学習の機会拡大を図る。 

連番号 

４６ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

専門性を生かした生涯学習講座（連携

講座）を実施し、東京工業大学、放送大

学、東京音楽大学の３教育機関との連

携・協力を進めた。新型コロナ感染症の

影響により、令和元年度まで実施してい

た東京大学及び筑波大学附属駒場中学

校・高等学校との連携講座は中止した。 

■東京工業大学 

 １講座 参加者２５人 

■放送大学   

 １講座 参加者２６人 

■東京音楽大学 

 １講座 参加者３９人 

 新型コロナ感染症の影響により、東

京大学及び筑波大学附属駒場中学校・

高等学校との連携講座は中止となった

が、東京工業大学、放送大学、東京音

楽大学の３教育機関とは、会場の変更

や定員数を見直すなどの感染症対策を

行い、計３回の生涯学習講座（連携講

座）を実施した。 

東京音楽大学との連携講座は、講座

プログラムにピアノ演奏を取り入れ中

目黒ＧＴプラザホールで開催したが、

定員を上回る申込者数があった。今後

も区民ニーズを捉えた講座の実施を工

夫していく。 

 

引き続き、区内及び近隣地域の教育

機関との連携・協力を進め、専門性を

生かした生涯学習講座（連携講座）の

実施など区民の生涯学習の機会拡大を

図る。 
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４－２ 青少年健全育成事業の実施 

4-2 青少年の健全育成を支援する事業の実施 

青少年を対象として、自然体験や生活・文化体験の機会を提供する。また、少年団体の育成と地域の青少

年リーダーの育成を図るための支援事業を実施する。 

連番号 

４７ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜社会教育講座＞ 

青少年を対象とした「児童理科クラブ

（６回、参加者延べ１０７人）」「実験

クラブ（５回、参加者延べ７４人）」な

ど、計７講座（回数２３回、参加者延べ

３９２人）を実施した。 

＜リーダー育成支援事業等＞ 

子ども会班長ジュニアリーダー研修会

（１回、参加者２９人）、ボーイスカウ

トフェスティバル（１回、参加者１９１

人）など計４事業を実施した。 

＜社会教育講座＞ 

青少年を対象とした社会教育講座

は、新型コロナ感染症拡大防止のため

一部中止したが、概ね予定どおりに実

施した。 

＜リーダー育成支援事業等＞ 

 青少年団体の交流の援助、青少年リ

ーダー育成のための支援事業は、新型

コロナ感染症拡大防止のため一部中止

したが、概ね予定どおりに実施した。 

国内交流事業（角田市小学生派遣・受

け入れ）及び自然体験事業（中学生の

自然体験ツアー、親子自然体験バスツ

アー）は、新型コロナ感染症拡大防止

のため中止した。 

各事業の参加者を増やし、内容を充

実したものにしていくため、更なる工

夫が必要である。 

 

４－３ 家庭教育の支援 

4-3 家庭の教育力向上に向けた学習機会等の提供 

家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育学級や家庭教育講座などによる学習機会の提供を行い、子

どもの生活習慣の習得や自立心の育成に向けて、より効果的な支援に向けた検討を進める。 

連番号 

４８ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜家庭教育に関する学習活動支援事業＞ 

新型コロナ感染症の拡大防止及び各

小・中学校ＰＴＡの負担を考慮し、委託

家庭教育学級・講座を中止したため、代

替事業として、小学校２校のＰＴＡがオ

ンラインにより家庭教育に関する学習活

動支援事業を実施し、指導者を派遣した。 

■参加者計７８人 

＜社会教育講座＞ 

「体罰はダメなの？子どもの力を伸ばす

しつけについて考えよう」講座（全３回 

参加者延べ２０人 東山社会教育館）な

ど計５講座（全１３回、参加者延べ計１

８８人）を実施した。 

 

＜家庭教育に関する学習活動支援事業＞  

委託家庭教育学級・講座は運営する

ＰＴＡの負担を考え、中止することと

した。家庭で過ごすことが多い今だか

らこそ家庭教育が大切という視点か

ら、オンラインや紙面で講座を開催す

るＰＴＡもあった。そこで、支援策と

して代替事業を実施したが、募集期間

が短く、支援内容も限定的であったこ

とから、支援策を活用したＰＴＡは２

校に留まった。 

＜社会教育講座＞ 

社会教育講座は会場でソーシャルデ

ィスタンスを保てるよう定員を減らし

て実施したため、応募が定員を超える

講座もあった。通常ワークショップや

グループワークを取り入れ、参加者同

士のつながりを作るよう工夫している

が、グループワーク等はすべて中止し、

講義形式のみとした。 

また、社会教育委員の会議で社会教

育講座として取り組むべき内容と指摘

された「委託家庭教育学級・講座で取

り上げないテーマ」については、「孫

育て」をテーマとした社会教育講座を

実施することができた。 

 家庭の教育力向上に向けた学習機会

等の提供においては、その当事者であ

るＰＴＡ自らが企画運営する委託家庭

教育学級・講座が大きな成果をあげて

いると考えられる。新型コロナ感染症

が収束しない状況の中、学校等に集ま

って学習を行うことが困難であるとい

うＰＴＡもあることから、オンライン

での学習も可能とする。 

また、令和２年度に委託家庭教育学

級・講座を実施しなかったことから、

ＰＴＡ内で十分な引継ぎができていな

い状況であるため、各ＰＴＡに丁寧に

説明を行っていく。 
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４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

4-4-1 歴史的建造物、遺跡調査の実施 

文化財として価値のある歴史的建築物の調査、埋蔵文化財保護のための試掘調査を実施し、めぐろの歴

史と文化を記録保存する。 

連番号 

４９ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

＜歴史的建築物調査＞ 

平成１３年に認識した建築物及びその

後発見された価値のある建築物等５９７

件について現地調査により残存状況、改変

等を確認し、３割の残存が確認された。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築及び開発行為により破壊される可

能性のある遺跡を保護するために存否を

確認した。 

■実施状況 

立会調査     ５７件 

試掘調査     ３件 

遺跡範囲確認調査 １件 

 

＜歴史的建築物調査＞ 

平成１３年の調査から令和２年まで

の間に価値ある建造物の７割が失われ

たことが判明した。次年度以降この中

から順次計画的に個別調査を実施す

る。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築及び開発行為により破壊される

可能性のある遺跡の存否を事前に把握

することにより、予定されている建築

計画に影響を与えないように保護対策

を講ずることができた。 

＜歴史的建築物調査＞ 

残存が確認された建造物について価

値のある物について順位付けを行い、

計画的かつ効率のよい文化財データの

収集を行っていく。 

＜埋蔵文化財調査＞ 

建築計画等に伴い失われてしまう遺

跡の存否を確認し、記録を保存するた

めに必要な試掘調査等を実施してい

く。 

4-4-2 めぐろ歴史資料館企画展等の実施 

 歴史資料館で収集した目黒区関連の資料を展示公開するとともに、ワークショップ等を実施し目黒の歴史

の理解を促す。 

連番号 

５０ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

夏季から秋季にかけての企画展である

「菱田コレクション展」、冬季の企画展

である「昔の暮らしと道具展」及び、冬

季の企画展関連事業として体験型ワーク

ショップ「足踏みミシンを動かしてみよ

う」を実施した。 

なお、歴史資料館が新型コロナ感染症

拡大防止の措置として休館し、また、そ

の後の外出の自粛の影響もあり、来館者

は減少した。 

 

「菱田コレクション展」及び「昔の

暮らしと道具展」は好評であったが、

新型コロナ感染症拡大防止の観点から

関連イベント等が実施できず、古民家

も含め利用者が前年度に比べ大きく減

少した。 

来館者に対し、わかりやすく、また、

関心を引くような展示、関連事業の実

施を心がける。 

秋季に実施する「目黒氏に関する展

示」は、関連資料を各地から借用して

実施する「特別展」として位置付けて

いることから大型展示になる予定であ

り、当該事業の成功に力を注いでいく。 

 

 

 

４－5 図書館サービスの充実 

4-5-1 図書館資料の充実 

知・文化の拠点として、資料収集の重点テーマを定め、ふるさと納税指定寄付金も活用しながら図書館資

料の充実を図る。 

連番号 

５１ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

図書館資料費の増額分約４，７９０冊の

図書館資料を購入した。 

児童向けの図書や教科書掲載本の充実を

図り、子ども読書推進活動や学習活動支援

を進めることができた。 

また、ＩＴ、資格・検定、防災、美術、

日本の古典文学などの図書資料を購入し、

指定寄付金の活用により約６３０冊の 

ＳＤＧｓ関連資料を購入した。   

小・中学校の教員や図書館支援員、

読み聞かせボランティアなどの意見等

を参考に選書を行った。 

目黒区世論調査でも、図書館に期待

するサービスのうち図書館資料の充実

が最も高い割合となっており、継続的

に図書館資料の充実を図って行く必要

がある。 

 

今後も引き続き、区民ニーズに沿っ

た図書館資料の充実に努める。 
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4-5-2 障害者サービスの充実 

障害などにより図書館利用に支障のある方向けの資料（録音・点字図書、マルチメディア資料など）の提

供、対面朗読、来館困難者に対する資料配送などのサービスを行う。また、録音図書作成などのボランティア

である障害者サービス協力員の育成などによりサービスの充実を図る。 

連番号 

５２ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ａ 今後の方向性等 継続 

区立小学校２２校、中学校９校（とも

に特別支援学級を含む）に、マルチメデ

ィア資料の紹介及び貸出を行った。 

音訳者養成講習（障害者サービス協力

員募集）を開催し、応募者２９人が参加

した。うち１３人が新たに障害者サービ

ス協力員として登録し、音訳活動を開始

した。 

 

おおむね計画どおり実施し、一定の

成果が得られた。 

引き続き、区立小・中学校に、マル

チメディア資料の紹介及び貸出を行う

ことで、活字による読書が困難な児童

並びに生徒等の読書活動の推進を図

る。 

障害者サービス協力員に対し研修等

を行うことで、同協力員の育成を継続

して行っていく。 

 

4-5-3 子ども読書活動の充実 

読書を通じて子どもが豊かな感性を身につけるよう、おはなし会の実施、保護者向けの絵本の読み聞かせ

アドバイス、学校の読書活動の支援などを引き続き行うとともに、ワークショップやフォローアップ研修による読

み聞かせボランティアの育成等を行い、子どもの読書活動の充実を図る。 

また、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」や東京都の動向を踏まえて、「目黒

区子ども読書活動推進のための方針」の改定の準備を行う。 

連番号 

５３ 

令和２年度の取組状況 点検・評価結果 Ｂ 今後の方向性等 継続 

＜おはなし会＞ 

■各図書館開催おはなし会 

新型コロナ感染症拡大防止のため中止 

■小・中学校への出張おはなし会 

９回開催 

＜小・中学校への団体貸出＞ 

■登録団体 ９３１団体 

■貸出数 

計２８，１７８点 

＜ボランティアの育成＞ 

区立図書館を主な活動場所とするボラ

ンティアのための読み聞かせ講座（全

４回）を開催し、延べ６０人が参加し

た。 

＜子ども読書活動推進の方針の見直し＞ 

 「目黒区子ども読書活動推進のための

方針」について、国及び都の第四次計

画（国は平成３０年度、都は令和２年

度末に改定）を踏まえ他自治体の動向

を注視しながら見直しの検討を行っ

た。 

そのほか、おすすめの絵本を図書館 

ホームページにリスト掲載し、館内配布、

各館コーナーでの絵本の展示・貸出を行

った。また、夏季休暇期間の各小・中学

校の調べ学習の支援として、調べ学習用

ワークシートを作成し、図書館ホームペ

ージ上に子どもの調べ学習用おすすめリ

スト等とともに掲載した。 

 おおむね計画どおり実施することが

できた。 

読み聞かせボランティアのスキルア

ップを図り、新規メンバーを募集する

などボランティアグループの充実とメ

ンバーの育成を継続して図っていくこ

とが必要である。 

引き続き、読書を通じて子どもが豊

かな感性を身につけられるよう、また、

子どもが本と出会う機会の提供を図る

とともに、小・中学校図書館担当教諭

や図書館支援員と連携を取りながら、

学校の読書活動の支援を行う。 

国と都の第四次計画を踏まえ、「目

黒区子ども読書活動推進のための方

針」の見直しの検討を継続して行って

いく。 

 



34 

第４ 点検・評価に関する学識経験者からの意見 

◆柳瀬 泰（玉川大学 教師教育リサーチセンター教授） 

令和３年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価（令和２年

度分）について、事前に提出された関連資料と事務局各課長のヒアリングを踏まえて、学識経験者の

立場から意見を述べる。 

はじめに、社会構造が複雑化しそれらの変化が急速化する中において、目黒区教育委員会では「未

来を担う子どもたち」が主体的に学び続ける資質・能力の育成を目指し、めぐろ学校教育プランの中

期的な施策を踏まえて４つの重点課題の解決に向けた５３の施策を具体的に示し、年度ごとに課題の

精選化・重点化を図りそれらの解決に積極果敢に臨み、その成果を着実に上げていることに敬意を表

したい。 

以下、重点課題別に一層進展を図ることが期待される事項について意見を述べる。 

１ 重点課題１【子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進】に関連した事項 

〇 コロナ禍における教育課程実施状況を検証する上で、区独自の学力調査の結果は、一斉休業に

よる学力低下に不安を抱いている保護者等へ説明責任を果たす貴重な資料となる。令和 3 年度以

降には「段階評価方式」を取り入れ、児童生徒の学力をより詳細に把握する。個に応じた指導を

一層積極的に行い、確かな学力の定着と思考力・表現力・判断力等の向上に努めて頂きたい。【1-1-1】 

〇 小学校における児童の「生活」と「学習」のリズムやバランスの最適化を目指して、①午前 5

時間制、②40 分授業と 60 分授業を組み合わせた指導計画の実施、③5 分×1.015 コマの余剰から

編成する特色ある教育活動等、各学校の実態に合わせたカリキュラム・マネジメントを一層推し

進めて頂きたい。なお、「40 分か 45 分か」という対立的な授業論ではなく、45 分授業でも問題

解決型の授業はその枠には収まらない実態を踏まえて、授業の４つの相に応じて 40 分授業と 60

分授業を組み合わせた指導方法と指導計画の研究を進めることが肝要であると考える。【1-1-2】 

２ 重点課題２【学校の教育活動を支える条件整備の充実】に関する事項 

〇 コロナ禍がもたらしたオンラインの活用は、教員の働き方の改革にも有効であり、教育委員会

主催の研修等すでにオンラインで広く実施されている。ポスト・コロナにおいても後退すること

のないよう引き続き充実を願いたい。また、勤務場所を離れた自宅や遠隔地からのオンライン研

修の承認基準を緩やかにする等、教員の働き方・学び方に関する議論を進めて頂きたい。【2-6-1】 

３ 重点課題３【子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備】に関する事項 

〇 ＧＩＧＡスクール構想により児童生徒が一人一台の端末を持てたことはこれまでの教育の方

法と技術を大きく変え得る大きな進展である。とりわけ児童生徒に「一人一アカウント」が付与

されたことは重要であり、このことは自分のアカウントでログオンすれば、どの端末からでも自

分のデータや情報が使え、学校と学校外の学びの連続性が保証されると同時に、学びの個性化や

最適化も実現に向かう。また、アカウントの適切な運用を通してその概念や仕組みを理解するこ

とは重要なことであり、その意義を家庭や学校現場と共有した上で、学校の情報化を一層前に進

めて頂きたい。【3-5-2】 

〇 東日本大震災から１０年が経ち、記憶を風化させないことも含めて、明日起こるかもしれない

災害に備えて「中学生」の普通救命講習の実施は重要であり、実施時期及び実施学年について検

討を図ることが望ましいと考える。災害時における「共助」の観点から、中学生及び卒業生の行

動・存在は重要な役割を担う。実施目標値を高く明確に設定して取り組んで頂きたい。【3-1-3】 

〇 トイレの環境改善においては、和式か洋式かの視点に加えて、ＬＧＢＴに配慮したトイレの設

置も計画的に進めて頂きたい。【3-4-1】 

おわりに、令和２年度は新型コロナウイルス感染症対策の中、計画していた教育課程に様々な未実

施や置き換えの内容があった。この間の授業時数や学習内容等の保障については真摯にその検証を行

い、令和３年度以降の重点課題に反映してその対応が行われることが望ましい。 
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◆時田 明子（東京成徳大学 特任教授） 

 令和３年度目黒区教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行状況の点検及び評価（令和２年度

分）について、事前に提出された各種資料及び点検・評価票に基づく事務局各課とのヒアリング等の

結果を参考にして、以下、意見を述べる。 

 令和２年度は、新型コロナウイルス感染症がまん延したことに伴い、教育に関わる新たな課題が

次々に出てきた。教育委員会にあっては、例年以上にスピード感をもって迅速な対応が求められた年

であったと言えよう。 

始めに、各課・項目別評価一覧表から全体の評価を見ると、５３の評価項目のうち２７項目が新型

コロナウイルス感染症の影響を受けている。そのような状況の中にあって、Ａ評価が２７、Ｂ評価が

２４と、全体の約９６％の項目において概ね目標達成ができており、全体的に重点課題に関わる執行

状況は良好だと言える。このことから、教育委員会が総力を挙げて新しい局面における教育課題の解

決に取り組んだことが推察でき、着実な成果を収めていることが分かる。また、特別支援教育や学校

における働き方改革等の優先度が高く喫緊に解決を求められる課題については新規事業を立ち上げ

る等、即時性のある対応を目指す教育委員会の前向きな姿勢が伺われる。今後も不測の事態に柔軟に

対応しながら、重点課題の実現に向けて取り組んでいただきたい。 

次に、重点課題に関わる実施策として挙げられている以下の３点について、より一層の重点化を図

り、目黒区の教育のさらなる充実を期待して意見を述べる。 

１ 教育環境の整備及び教育方法の拡充について 

新型コロナウイルス感染症によって休業を余儀なくされた学校にとって、教育の質を堅持するため

に、情報機器を駆使した新たな教育方法を導入することは必然である。今後さらに、教育活動におけ

る情報機器の活用機会の増加が予想され、オンライン授業の導入等を視野に入れた教育方法の拡充を

考えていく必要がある。目黒区教育委員会では、ＧＩＧＡスクール構想の早期の実現を目指して１人

１台の情報端末の提供を完了し、全普通教室に電子黒板機能付きプロジェクターを設置するなどの教

育環境の整備を着実に実施している。時宜に叶った迅速な取り組みであると高く評価したい。一方、

各学校は、これらの情報機器を教員、児童・生徒の双方が効果的に使いこなし、オンデマンド型、リ

アルタイム双方向型、ハイブリット型等の様々な授業形態に精通し、真に学習の効果を上げていく必

要がある。関係各課は連携し、環境整備に留まらず、各学校の情報機器の使用状況を見極め、その成

果を検証し、適切な支援策を講じることによって、各学校が円滑に教育活動を展開できるようにサポ

ートしていくことを期待したい。 

２ 教員の資質向上について 

目黒区教育委員会では、教員の資質向上を図るために研修を位置付けている。その方法として、ｅ

ラーニング、ブレンド型研修等を企画し、教員の負担軽減を図りながら研修を実施している。また、

還元研修を各学校で実施し、研修内容が個々の教員にいきわたる工夫もしている。その点において、

研修方法は多様であり充実していると言える。一方、還元研修を実施する学校は、研修時間を捻出し

なければならないという問題がある。特に新しい教育であるプログラミング等に関わる研修内容は、

短時間で理解することは難しく、学校の取り組み如何によって、その理解度に学校差が生じる可能性

もある。今後、還元研修等を効果的、効率的に実施する実践的な方法について教育委員会の適切な指

導・助言が必要であると考える。 
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３ 学校における働き方改革のさらなる推進について 

東京都では、教員の確保や教育の質の維持・向上という観点から、教員の長時間労働を解決すべき

喫緊の課題としている。目黒区教育委員会では、副校長・教員の働き方改革のために、学校徴収金管

理システムの導入、教職員出退勤管理システムの試行を新規事業として立ち上げるとともに、副校長

補佐を配置する等の事業を実施し、副校長・教員の煩雑な事務の軽減を図ることに鋭意努力している。

総体としては、まだ一部軽減ではあるものの、本事業の意義は極めて深く、今後も副校長や教員の多

岐にわたる職務内容を見直し、効率化を図っていく必要がある。そのためには、既存の人員体制の確

保等の事業においてサポート内容を検討し、状況に柔軟に対応できるシステムにしていくこと等につ

いても一考を願いたい。さらに、校長には、働きやすい環境を実現するための具体的な計画を策定さ

せ、学校経営方針に位置付けさせる等、各学校に働きかけ、指導・助言をしていくことが肝要である

と考える。 
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令和２年度 教育行政運営方針 

第１ 策定の趣旨 

本方針は、教育を取り巻く状況の変化を踏まえ、「豊かな人間性をはぐくむ、文化の香り高いまち」目

黒の教育を実現するため、目黒区教育委員会の教育目標及び基本方針に即しながら、令和２年度の重

点課題に取り組む際の基本姿勢や施策の方向性を示すものである。 

また、国や都の動向を踏まえ的確かつ柔軟な対応に努めるとともに、区の実施計画及び令和２年度行

財政運営基本方針等との整合を図りつつ、目黒区教育に関する大綱を踏まえ、めぐろ学校教育プランを

はじめとした教育委員会で定める各種計画に掲げる事業を重点化し、推進することを主眼とするものであ

る。 

 

第２ 教育行政運営の基本姿勢 

１ 学校・保護者・地域・関係機関等との連携・協力 

未来を担う子どもたちの健やかな成長のために、学校・保護者・地域・関係機関等のそれぞれの役

割に応じた連携・協力関係を推進し、教育活動の一層の充実を図る。 

２ 創意工夫を凝らした教育行政の展開 

活力ある教育行政を推進するため、施策の立案と実施に当たっては、中長期的視点に立ちながら、

積極的に創意工夫に努める。 

３ 区民への積極的な情報の発信 

事業の実施に当たっては、保護者や地域をはじめ区民に対して、適時・適切に情報発信を行い、

説明責任を果たしながら、理解・協力を得ていく。 

４ 効果的・効率的な施策の推進 

計画（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善（Act）のマネジメント・サイクルにより各施策を効果的・

効率的に推進する。 

 

第３ 教育を取り巻く社会情勢 

少子高齢化の進行、グローバル化の進展、Ｓｏｃｉｅｔｙ５.０の到来など社会構造が複雑化し急速に変化

する中、将来を正確に見通すことが難しくなっている。 

国は、第３期教育振興基本計画で、２０３０年以降の社会を展望した教育政策の重点事項や今後の教

育政策に関する基本的な方針等を示している。これを受け、東京都では、東京の教育の“羅針盤“として

平成３１年３月に東京都教育ビジョン（第４次）を策定し、平成３１年度から５年間の施策展開の方向性を

示した。 

このような中、学校教育においては、令和２年度から新学習指導要領を小学校から順次全面実施する

こととなる。学校における働き方改革が喫緊の課題となる中、これまでの学校教育の実践や蓄積を活かし、

新学習指導要領の趣旨にそった学校教育の充実、共生社会の実現に向けてインクルーシブ教育システ

ムの構築、安全・安心で質の高い教育環境の整備が必要である。 

生涯学習においては、人生１００年時代を見据え、多様化する人々の価値観に対応した学習機会

の提供や学習環境の整備が求められている。区民一人ひとりが生き生きと主体的に学び・学び合える学

習社会、そして、学習活動の成果や経験を地域社会に生かしていくことができる「地域に学び、地域に生

かす」学習社会を目指す必要がある。 

 

資 料 
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第４ 重点課題と施策の方向性 

教育を取り巻く社会変化や現状・課題を踏まえ、令和２年度に積極的に取り組むべき事項として４つ

の重点課題を設定し、課題の解決に向けた施策の方向を示し、取組を進めていく。 

 

【重点課題１】 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

○ 変化の激しい社会の中で、未来を担う子どもたちが自立して生き抜いていくために、「確かな学力」

「豊かな心」「健やかな体」など「生きる力」を身に付けさせるとともに、自ら課題を見つけ、自ら学び、自

ら問題を解決する資質や能力をはぐくむ必要がある。 

○ 新学習指導要領の全面実施にあたり、子どもたちの知識の理解の質の向上を図り、「主体的・対話

的で深い学び」を実現するための指導を行っていく必要がある。 

○ 情報化やグローバル化の進展の中で、時代に即した ICT 教育や国際社会を生きるうえで重要とな

る英語によるコミュニケーション能力の育成に向けて取り組む必要がある。 

○ 昨今の深刻な児童虐待をはじめ、いじめ・体罰、不登校など子どもの人権問題は社会全体で取り組

むべき重要な課題であり、学校や保護者、地域、関係機関等との連携・協力の下に、学校現場におい

ても適切に対応していく必要がある。 

○ 体力の低下や食物アレルギー疾患の増加など、児童・生徒が抱える健康課題も多様化している。基

礎的な体力や生活・運動習慣を子どもたちに身に付けさせるなど、健康の保持・増進について取り組

む必要がある。 

○ 東京２０２０大会開催年にあたり、これまで各学校（園）で展開してきた「オリンピック・パラリンピック教

育」を引き続き推進するとともに、東京２０２０大会の経験を通じ、その後の人生の糧となるような掛け替

えのないレガシーを子どもたち一人ひとりに残すことが重要である。 

 

１ 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

新学習指導要領で示された「主体的・対話的で深い学び」の実現に向け、児童・生徒一人ひとり

の実態を把握し、指導内容や指導方法の工夫・改善に取り組む。また、子どもたちがプログラミング

を体験しながら論理的思考力を身に付けるための指導や多様な外部人材を活用した教育活動を展

開する。 

２ 外国語活動・外国語教育の充実 

学校以外の施設等を利用した英語によるコミュニケーションの機会を小学生まで拡大するとともに、

小学校からの系統的な英語教育の伸長状況を測定する検定試験を実施する。 

３ 人権教育の充実 

差別や偏見、いじめをなくすために、教員の人権意識の更なる向上を図るとともに、「特別の教科 

道徳」はもとより、教育活動全体を通して、幼児・児童・生徒の発達段階に即した人権教育に取り組

む。 

４ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

児童虐待防止法に基づき、対策を確実に実施するため、教職員研修を充実するとともに、関係

機関との連携を密にして、「児童虐待防止マニュアル」を踏まえた児童虐待の早期発見・早期対応

を推進する。 
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５ いじめの防止等の取組の推進 

いじめはどこでも、誰にでも起こりうる問題であるが、同時に重大な人権侵害であるという認識のも

と、「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」に基づき、いじめを許さない

強い姿勢で、いじめの防止等の対策を総合的・効果的に推進する。 

６ 不登校等への対応の取組の推進 

学業の不振による不登校の未然防止のための学習支援を行うとともに、学習支援教室「めぐろエ

ミール」の居場所機能や学校における教育相談機能を充実する。 

７ 体験学習の実施 

自然や地域の特性を生かした活動内容を充実させ、自然や生命を尊重する心や他人への思い

やりのある心をはぐくむとともに、自立の精神、社会性・協調性や規範意識を醸成する教育活動を推

進する。 

８ 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

児童・生徒が生涯にわたって心身ともに健康・安全で活力ある生活を営むことができるよう、児童・

生徒の体力向上や生活・運動習慣の改善に向けた取組を進める。 

９ 食育の推進 

食に関する知識と望ましい食習慣を身に付けるよう、「学校（園）における食育指針」に基づく指導

を行うとともに、成長期にある児童・生徒の心身の健全な発達のため、栄養バランスのとれた豊かな

学校給食を提供する。また、食物アレルギー対策を徹底する。 

１0 オリンピック・パラリンピック教育の推進 

スポーツによる心身の調和的発達、オリンピック・パラリンピックの役割の理解、障害者理解の促

進、ボランティア活動や伝統・文化に関する教育、国際理解教育などを進め、オリンピック・パラリン

ピック教育を推進する。 

 

【重点課題２】 学校の教育活動を支える条件整備の充実 

○ 学校現場の複雑化、多様化する諸課題への対応や、新しい時代に求められる児童・生徒の資質・

能力を育成するため、新たな学びを展開できる実践的な指導力を発揮する教員が必要である。 

○ 共生社会の実現に向けて、全ての子どもが可能な限り共に学ぶことに配慮しつつ、自立と社会参

加に向けて一人ひとりの教育的ニーズに応じた連続性のある学びを充実していくインクルーシブ教

育システムの構築が求められている。 

○ 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒は増加傾向にあり、これらの子どもたちが安全に学校（園）

での生活を送れるよう、医療的ケアの実施体制の整備が必要である。 

○ 校種間の連携・交流をさらに強化するため、各中学校区の小・中連携教育や幼児教育から小学校

教育への円滑な移行に資する幼・小連携を図ることが重要である。 

○ 地域人材や学校施設を活用し、放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保に

ついて、関係所管と連携しながら充実を図る必要がある。 

○ 魅力と活力ある部活動の実現に向けて、教員の負担軽減を図りながら、生徒や保護者の希望にそ

った持続可能な運営体制を構築する必要がある。 

○ 教員が授業や授業準備等に集中し、教育の質を高められる環境を整備するため、学校・教職員が

担う業務の役割分担・業務の適正化を進める必要がある。 
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１ 教員の資質・能力の向上 

 日常的に学び合う校内研修や、自ら課題をもって自律的、主体的に行う研修を通じて、教員一人

ひとりが教育課題に対する理解と認識を深め、授業力や指導力、対応力などの資質・能力を高める。

また、特別支援教育の視点をもった指導・支援ができる教員を育成する。 

2 特別支援教育の推進 

心のバリアフリーの推進、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導・支援の充実、保護者や関係

機関等との連携による支援体制の充実等、「特別支援教育推進計画（第四次）」に掲げる施策を総

合的に推進し、特別支援教育のさらなる充実を図る。 

3 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

子どもの学びの連続性を意識し、就学前施設と小学校が連携した活動を進めるなど校種間の円

滑な接続を図るとともに、中１ギャップ等の課題解消や一人ひとりの能力を引き出し高めるため、一

貫性のある指導方法や指導内容による義務教育９年間を見通した系統的・継続的な教育活動を推

進する。 

4 部活動の充実 

部活動をさらに活力あるものにするため、部活動指導員・外部指導員の確保と活用を図る。また、

「目黒区立学校に係る部活動の方針」に基づき、適切な活動時間や休養日を設定するとともに、生

徒自らの適性や興味・関心をより深く追求する指導を充実する。 

５ 学校施設の活用による放課後事業の充実 

児童が放課後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、学校や地域と

協力し、地域の人材や学校施設の活用による放課後事業の充実を図る。また、区長部局と連携・協

力し、放課後子ども総合プランによるランドセルひろばの拡充等を順次進める。 

６ 学校における働き方改革の推進 

教職員一人ひとりが勤務時間を意識した働き方を進めるとともに、業務の適正化、副校長・教員

の負担軽減を図るため、「目黒区立学校（園）における働き方改革実行プログラム」の取組を総合的

に推進していく。 

 

【重点課題３】 子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 

○ 児童・生徒が登下校中の事故や事件などに巻き込まれないよう、児童・生徒の安全確保のために、

学校と家庭・地域がより一層、協力する必要がある。 

○ 台風やゲリラ豪雨、首都直下型地震などの自然災害に備え、子どもが自ら主体的に行動できるよう、

防災教育の充実に引き続き取り組む必要がある。 

○ 児童数の増加に対応した普通教室の整備・確保や学校施設を活用した放課後の居場所づくり、学

校施設の老朽化への対応など、将来需要を見据えた良好な教育環境を整備する必要がある。 

○ 児童・生徒の情報活用能力の育成、各教科等指導でのＩＣＴ活用の促進、校務のＩＣＴ化による教員

の業務負担軽減と教育の質の向上を図るため、学校のＩＣＴ環境を整備する必要がある。 

○ 区立中学校の適正規模・適正配置に向けて、南部・西部地区の第七・第八・第九・第十一中学校

の統合に取り組む必要がある。 
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１ 家庭・地域の協力による安全対策、生活安全教育の推進と安全体制の確保 

保護者・地域の協力を得ながら、地域ぐるみの安全対策を推進する。また、NPO 法人と連携し、

小学校新１年生を対象とした犯罪被害から自らの身を守るための安全教育に取り組む。東京都の

補助事業を活用した防犯カメラ整備を進める。 

２ 防災教育の推進 

児童・生徒の防災・減災への関心・意識を高め、自分で考え行動できる力を身に付け、災害時等

の状況に応じた的確な判断や行動ができる能力・態度の育成に引き続き取り組む。 

３ 校舎の改築等の推進 

学校施設の計画的な更新に向けた検討、学校施設を活用した放課後の居場所づくりを、区長部

局と協力・連携して進める。 

４ 学習・生活環境の改善 

児童・生徒の学習・生活環境の維持・向上のための改修を計画的に実施するとともに、猛

暑対策として給食室の環境改善、運動会等屋外活動の熱中症対策にも取り組む。 

５ 学校の ICT 環境整備 

小・中学校の教育用ＩＣＴ機器の入れ替え、電子黒板機能プロジェクターの整備などハードウエア

の充実を図る。さらに、本区の教育の情報化推進に向けた計画を策定する。 

６ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けて、統合の対象となっている４校（第七・第八・第

九・第十一中学校）を２校程度とするため、具体的な統合実施策をとりまとめ、統合方針を改定す

る。 

 

【重点課題４】 生涯学習の推進 

○ 生涯学習への高度化・多様化する区民の意識や意欲に応えるために、生涯学習情報の発信の工

夫、学習・交流機会の充実など、多角的な支援が必要である。また、地域コミュニティの活性化につ

ながるよう、生涯学習活動で得た知識や経験を地域で生かせる場や機会を提供していくことが求め

られている。 

○ 少子高齢化や核家族化の進行、情報化の進展等に伴い、異年齢との交流や自然体験活動などの

機会の減少のほか、情報通信機器の発達等に伴う生活環境への影響が懸念されている中で、学校・

家庭・地域と行政がより一層連携・協力しながら青少年の健全育成を進めていく必要がある。 

○ 保護者が、安心して子育てや教育を行い、子どもに対しての「学びの基礎」を築くことができるよう、

家庭教育の自主性を尊重しながら、子どもの生活習慣の習得や自立心をはぐくむ学習機会を提供

することが必要である。 

○ 地域の人々に継承されてきた文化財の適切な保護・保存をする必要がある。また、それを活用し、

区民に対し文化財への理解を深めていく事業に取り組む。 

○ 「目黒区立図書館基本方針」に基づき、地域の情報拠点として、また、人々の交流の場としての役

割を一層発展させていく必要がある。 
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１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

区内及び近隣地域の教育機関の専門性を生かした生涯学習講座の実施など、区民の関心や意

欲に応える生涯学習事業に取り組むとともに、だれもが、いつでも、どこでも講座や団体等の情報を

得られるように、様々な媒体を使った情報提供をさらに充実していく。 

２ 青少年健全育成事業の実施 

青少年が地域社会を担う一員となるよう、自立性と社会性を身に付けるための体験機会や情報リ

テラシー教育等の学習機会の提供を進める。 

また、青少年の健全育成を担う団体の主体性を尊重しながら、場の提供や指導者の派遣等の支

援を行う。 

3 家庭教育の支援 

子どもの生活習慣の習得や自立心の育成など、すべての教育の出発点である家庭教育が保護

者の自覚と責任によって行われるよう、家庭教育講座などを引き続き行うとともに、さまざまな機会・

資源を活用し、より幅広く積極的な支援を進める。 

４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

区内の歴史的建築物や埋蔵文化財を調査・記録して、貴重な文化財を将来にわたって保存・継

承していく。 

また、文化財や歴史資料を活用して、文化財への理解を深め、保護への啓発を行う。 

５ 図書館サービスの充実 

年度ごとに重点テーマを定め図書館資料を充実させるとともに、通常の方法では図書館利用に

障害のある方々一人ひとりの状況に応じた障害者サービスを提供する。また、子どもたちを本の世

界にいざなうための子ども読書活動をさらに進める。 

 

第５ 実施策の策定 

重点課題に対応した事業を着実に推進するため、実施策を別紙のとおり策定し、「豊かな人間性をは

ぐくむ、文化の香り高いまち」の実現を目指す。 
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令和２年度教育行政運営方針実施策 

 

重点課題１ 子どもの「生きる力」をはぐくむ学校教育の推進 

番号 項  目 所管課 

1－1 資質・能力をはぐくむ指導の充実 

1－1－1 

１ 

 

 

区独自の学力調査の実施・活用 

児童・生徒の学力向上のため、区独自の学力調査を実施し、学力

の定着状況を把握・分析する。また、各学校では学力調査結果をもと

に学習集団を意識した授業づくりに向け、区作成の授業改善の手引

書を用いて「授業改善プラン」を作成し、指導方法の工夫・改善を図

る。 

教育指導課 

 

1－1－2 

２ 

 

カリキュラム・マネジメントの推進 

学校の教育目標の実現に向けて、教育課程（カリキュラム）の編成・

実施・評価・改善のＰＤＣＡサイクルを確立し、計画的・組織的に推進

する。小学校については、午前５時間制の実施校を段階的に拡大して

いくなど、学校における学びや生活の質を高めるためのカリキュラム・

マネジメントの工夫・改善を図る。 

教育指導課 

1－1－3 

３ 

 

プログラミング教育の実施 

プログラミング教育推進委員会で作成した指導資料の提供などを通

して、各学校の円滑な授業実践を支援する。 

教育指導課 

1－1－4 

４ 

 

ゲストティーチャーの活用 

各学校（園）で学習のねらいに応じて専門的な知識技能をもつ地域

の方などの外部人材をゲストティーチャーとして活用し、魅力ある教育

活動の推進を図る。 

教育指導課 

1－２ 外国語活動・外国語教育の充実 

1－2－1 

５ 

 

英語によるコミュニケーション機会の拡充 

英語によるコミュニケーション能力、英語・異文化理解に対する興

味・関心の向上を図るよう、中学生を対象に実施している体験型英語

学習施設「TOKYO GLOBAL GATEWAY」を活用した日帰り体験型英

語学習事業を、小学校第６学年児童に対象を拡充する。 

大鳥中学校は、イングリッシュキャンプを継続実施する。 

教育指導課 

1－2－2 

６ 

 

英語４技能検定の実施 

英語教育の推進状況を把握し、指導内容の工夫や生徒の学習の

振り返りに活用するため、中学校第２学年を対象にした英語４技能テス

ト（聞く・読む・話す・書く）を実施して、生徒の英語能力の伸長状況を

検証する。 

教育指導課 

1－３ 人権教育の充実 

1－3 

７ 

 

人権教育推進校事業の実施 

学校（園）において、人権尊重の理念を定着させ、あらゆる偏見や

差別の解消を目指すとともに人権教育の質的向上を図るため、目黒

区人権教育推進校による実践等を進める。 

教育指導課 

別  紙 
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1－４ 児童虐待の早期発見・早期対応の推進 

1－4 

８ 

 

 

児童虐待の早期発見・早期対応の徹底に向けた取組の強化 

「児童虐待防止マニュアル」に基づく対応を全教職員に徹底すると

ともに、学校と子ども家庭支援センター等との情報連携の強化を図る。

また、教職員の児童虐待防止への意識を高め、児童虐待防止に関す

る各学校の取組の徹底に向けた研修の充実を図る。 

教育指導課 

1－５ いじめの防止等の取組の推進 

1－5－1 

９ 

 

学校・関係機関の連携による組織的な対応 

「目黒区いじめ防止対策推進条例」「目黒区いじめ防止基本方針」

に基づき設置した組織を活用して関係機関と連携しながら、いじめの

防止等の対策を効果的に推進する。 

各学校では「学校いじめ防止基本方針」に沿って、計画的、組織的

にいじめの状況把握を行い、保護者と連携を図りながら、いじめの早

期発見・早期解決に努めるとともに、関係機関の職員や専門家により

組織する学校サポートチームを活用するなどして、いじめの防止等の

取組体制の一層の強化を図る。 

教育指導課 

1－5－2 

１０ 

 

「よりよい学校生活と友達づくりのためのアンケート」の実施 

いじめや不登校の未然防止、解消のため、「よりよい学校生活と友

達づくりのためのアンケート」を全小・中学校に拡大して実施し、一人

ひとりの様子や学級の状態を把握する。アンケート結果をもとに、各学

校で指導方針を立て、豊かな人間関係のある学級づくりを進める。 

教育指導課 

1－６ 不登校等への対応の取組の推進 

1－6－1 

１１ 

 

ｅラーニングによる学習支援事業 

不登校等の児童・生徒へのｅラーニングを活用した学習支援を引き

続き実施するとともに、全中学校に導入したｅラーニングによる学習支

援事業の活用を促進し、学業の不振を要因とする不登校の未然防止

を図る。 

教育支援課 

 

1－6－2 

１２ 

 

めぐろエミールの居場所機能の充実 

学習支援教室「めぐろエミール」通級者の個室希望の増加に対応す

るとともに、卓球やソフトバレーなどを取り入れて運動の時間の活動を

充実させて、不登校児童・生徒の通級意欲を高める。 

教育支援課 

1－6－3 

１３ 

 

教育相談体制の充実 

不登校の未然防止、児童・生徒の健全育成推進のため、スクールカ

ウンセラーを全校（園）へ派遣する。また、スクールソーシャルワーカー

を１名増員して４名体制とし、関係機関との連携の一層の強化を図り、

児童・生徒の不登校等の課題解決に向けて学校や保護者等への支

援にあたる。 

 

 

教育支援課 
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1－７ 体験学習の実施 

1－7 

１４ 

 

自然宿泊体験教室事業の実施 

自然や生命を尊重する心や他人への思いやりのある心を育てるた

め、安全面を留意しつつ、自然や地域の特性を生かした活動内容の

一層の充実を図り、子どもたちの自立性、社会性の向上に努める。 

学校運営課 

 

１－8 体力向上に向けた取組の推進、健康教育の推進 

1－8－1 

１５ 

 

めぐろ ここカラダ月間の実施 

「めぐろ ここカラダ月間」を基盤とし、「めぐろ ここカラダシート」等

の活用を通して、家庭と連携しながら幼稚園・こども園年長から中学校

第３学年までの系統的な健康の保持増進及び体力向上に努める。 

教育指導課 

1－8－2 

１６ 

 

健康課題改善に向けた事業の実施 

学校健康トレーナー（６人）を全小学校へ定期的に派遣するととも

に、健康課題（肥満・体力不足等）をもつ児童を対象に「めぐろ元気あ

っぷ教室」を開催し、課題の改善に取り組む。 

また、学校健康トレーナーによる健康相談、食育推進指導員（管理

栄養士）による栄養相談、小児生活習慣病専門医による講演・相談事

業等を行う。 

学校運営課 

１－９ 食育の推進 

1－9－1 

１７ 

 

食育の取組の充実 

「学校（園）における食育指針」や新たに作成したマニュアルに基づ

き、学校、こども園、幼稚園での食育の推進を図るとともに、家庭や地域

が食に関する認識を深め、学校と連携した食育の推進に資するよう努

める。 

学校運営課 

1－9－2 

１８ 

 

特別給食の実施 

オリンピック･パラリンピック教育の観点を踏まえ、世界の料理や日本

の郷土料理など食文化の伝承を図るため、小・中学校で実施している

特別給食に係る食材費の支給（公費負担）を年７回分から年８回分に拡

充する。 

学校運営課 

1－9－3 

１９ 

 

食物アレルギー対策の徹底 

食物アレルギーをもつ児童・生徒への安全な学校給食の提供に取

り組むとともに、アレルギー症状を発症した場合には適切かつ迅速に

対応できるように、対応マニュアルの周知徹底や緊急時に備えた訓練

をはじめ実践的な研修の実施を徹底する。 

学校運営課 

 

 

 

1－1０ オリンピック・パラリンピック教育の推進 

1－10 

２０ 

 

オリンピック・パラリンピック教育の推進 

幼児・児童・生徒がスポーツにより心身の調和的発達を遂げ、オリン

ピック・パラリンピックの歴史・意義や国際親善、障害者理解の促進、ボ

ランティア活動など、その果たす役割を正しく理解し、我が国と世界の

国々の歴史・文化・習慣などを学び、間接的・直接的に交流することを

通して国際理解を深めるよう、年間３５時間程度を目安に全校（園）で

オリンピック・パラリンピック教育を推進する。 

全年長児・児童・生徒が安心・安全にオリンピック・パラリンピック競

技を観戦する。 

教育指導課 
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重点課題２ 学校の教育活動を支える条件整備の充実 

番号 項  目 所管課 

2－１ 教員の資質・能力の向上 

2－1－1 

２１ 

 

学校を拠点とした教員人材育成の実施 

学校教育における質の高い学びを実現し、子どもたちにこれからの

時代に必要となる資質・能力をはぐくむため、「主体的・対話的で深い

学び」の視点に基づく授業改善や今日的な教育課題を取り入れた研

修を実施する。教員の多忙化に配慮しながら研修の在り方の改善を

通して、教員の資質・能力の向上を図る。 

教育指導課 

 

2－1－2 

２２ 

 

特別支援教育の視点をもつ教員の育成 

全ての教員が特別支援教育の視点をもち、児童・生徒一人ひとりの

課題に応じた指導が行えるように、大学等の学識経験者による授業観

察・指導助言の活用や、特別支援学級の担任や特別支援教室の巡

回指導教員、通常の学級の教員を対象とする特別支援教育研修や講

演を実施するとともに、教員向けの合理的配慮の提供事例集を更新

する。 

教育支援課 

 

2－2 特別支援教育の推進 

2－2－1 

２３ 

 

心のバリアフリーの推進 

 教職員、児童・生徒、保護者・区民への特別支援教育に関する理

解啓発を継続的に実施するとともに、交流及び共同学習の充実、特

別支援学校在籍の児童・生徒の副籍交流の充実を図る。 

教育支援課 

2－2－2 

２４ 

 

自閉症・情緒障害特別支援学級（小学校）の設置 

 令和３年４月の五本木小学校内への自閉症・情緒障害特別支援学

級設置に向けて必要な準備を進める。 

教育支援課 

2－2－3 

２５ 

 

特別支援教育支援員の配置による支援の充実 

通常の学級に在籍する特別な支援を必要とする児童・生徒への生

活面や学習面への支援を行うため、特別支援教育支援員の配置時間

を拡充する。 

教育支援課 

 

2－2－4 

２６ 

 

医療的ケア指導医及び看護師の配置 

小・中学校での医療的ケア実施についての助言等を得るため新た

に医療的ケア指導医１名を配置して学校に派遣する。また、医療的ケ

アを安全かつ適切に実施するとともに、必要とする児童・生徒の増加

に対応するため、学校への看護師配置を拡充する。 

教育支援課 

 

2－2－5 

２７ 

 

小学校就学前ガイダンスの実施 

医療・教育・心理の専門家が幼稚園、こども園、保育園等を訪問し、

教職員や保護者からの相談を受け助言する小学校就学前ガイダンス

を実施し、早期からの支援や円滑な就学先の選択に結びつける。 

教育支援課 

２－３ 就学前施設・小学校・中学校間の連携・交流の強化 

2－3－1 

２８ 

小学校・中学校間の連携・交流の強化 

 児童・生徒の生きる力をはぐくむため、「小・中連携子ども育成プラ

ン」に基づき、小・中学校が連携した教育活動を進める。 

教育指導課 
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2－3－2 

２９ 

 

幼稚園、こども園、保育園等と小学校との円滑な接続 

５歳児が円滑に小学校生活や学習へ適応できるよう工夫された「ア

プローチカリキュラム」、新１年生が小学校生活に慣れることができるよ

う弾力的に編成された「スタートカリキュラム」を実施し、幼児教育から

小学校教育への円滑な接続を図る。 

また、公私立の小学校就学前施設と小学校の合同研修会や幼児と

児童の交流など連携した活動を進める。 

教育指導課 

2－４ 部活動の充実 

2－4 

３０ 

 

部活動支援の充実 

活力ある部活動の実現に向け、校長による管理・監督の下で教育

課程と関連させながら、生徒が自らの適性や興味・関心を伸ばすため

の指導を充実するため、部活動指導員・外部指導員等を確保するとと

もに、大学等教育関係機関の専門家等によるコーチングやスポーツメ

ンタル等の研修等を年２回実施し、資質や指導技術の向上を図る。 

学校運営課 

2－５ 学校施設の活用による放課後事業の充実 

2－5 

３１ 

 

放課後事業の充実 

放課後や休日等における子どもの安全・安心な居場所の確保のた

め、全小学校で実施している「ランドセルひろば」のより効果的、効率

的な実施に努めるとともに、「子ども教室」の実施小学校区の拡大及び

教室内容の充実を図る。また、放課後子ども総合プランによるランドセ

ルひろばの拡充について、放課後子ども対策課と協力・連携してい

く。 

生涯学習課 

 

2－６ 学校における働き方改革の推進 

2－6－1 

３２ 

 

教職員出退勤管理システムの導入 

使用者の責務として教職員の実働勤務時間を客観的に把握すると

ともに、教職員の勤怠管理業務を担っている副校長の負担軽減を図

るため、東京都の補助金を活用して出退勤管理システムを導入する。 

教育指導課 

2－6－2 

３３ 

 

学校徴収金管理システムの導入 

学校徴収金業務の効率化と会計事故防止を図るため、学校徴収金

に係る業務を一体的に管理できるシステムを導入する。 

教育政策課 

2－6－3 

３４ 

 

学校を支える人員体制の確保 

教員や副校長の業務負担軽減のため、実態に応じた専門スタッフ

の配置や国庫補助を活用したスクール・サポート・スタッフの全校配置

に加え、東京都の補助事業を活用して副校長補佐の配置校を拡充す

る。 

教育指導課 



48 

重点課題３ 子どもの安全・安心の確保と学校環境の整備 

番号 項  目 所管課 

３－１ 家庭・地域の協力による安全対策、生活安全教育の推進と安全体制の確保 

3－1－1 

３５ 

 

地域の協力による安全ネットワークの充実 

子どもたちが犯罪や事故などによる身の危険を感じたときに緊急避

難できる場として推進している「こども１１０番の家」については、引き続

き学校、ＰＴＡ等との連携・協力を進めるとともに、協力家庭の増加を

図る。 

生涯学習課 

3－1－2 

３６ 

 

めぐろ子ども見守りメール（学校緊急情報連絡システム）の運用 

子どもの安全に関する緊急情報を送信する「めぐろ子ども見守りメー

ル（学校緊急情報連絡システム）」について、学校からの連絡などの利

用も含め、保護者にとって有用な活用を図り、児童・生徒の安全・安心

を確保する。 

教育政策課 

3－1－3 

３７ 

 

生活安全教育の推進 

児童・生徒の安全への意識の向上に向け、保護者・地域の協力に

よる地域安全マップの作成（小学校）を行うとともに、交通安全教室や

教職員及び中学生を対象とした普通救命講習会を実施するほか、ＮＰ

Ｏ法人と連携して小１防犯教育プログラムを実施し、生活安全対策の

充実を図る。 

教育政策課 

教育指導課 

3－1－4 

３８ 

 

登下校区域防犯カメラ整備 

通学中の子どもの安全・安心対策強化のため、整備済みの通学路

の防犯カメラに加え、新たな東京都の補助事業を活用して小学校の

登下校区域に防犯カメラを設置する。 

学校運営課 

３－２ 防災教育の推進 

3－2 

３９ 

 

防災教育の推進 

自ら主体的に行動ができる能力をはぐくむため、学校防災マニュア

ルに基づく実践的な避難訓練を実施する。また、「防災ノート」を活用

したり、地域の防災訓練と連携したりするなど防災教育を引き続き実施

する。 

教育指導課 

 

３－３ 校舎の改築等の推進 

3－3 

４０ 

 

学校施設の更新計画の策定 

平成３０・３１年度実施した小・中学校の構造体耐久性調査結果を踏

まえ、区有施設見直し計画との整合を図りながら学校施設の更新計画

を策定する。 

学校施設計画課 

 

３－４ 学習・生活環境の改善 

3－4－1 

４１ 

 

学校校舎等整備 

安全で快適な施設の中で、児童・生徒が安心して学校生活を送れ

るよう、トイレの環境改善（小学校７校・中学校１校）や校庭の整備（小

学校 2 校、中学校１校）等の施設整備を行う。 

学校施設計画課 

3－4－2 

４２ 

 

熱中症の予防対策 

学校施設内での熱中症予防のため、運動会等の屋外活動時の児

童・生徒用テントを整備して必要な学校に貸し出しを行う。また、調理

中に高温となる給食室に簡易エアコンを設置する。 

学校運営課 

学校施設計画課 
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３－５ 学校の ICT 環境整備 

3－5－1 

４３ 

 

学校のＩＣＴ環境整備 

教育用ＩＣＴ機器の更新時に、小・中学校の全普通教室に電子黒板

機能付きプロジェクターを設置（中学校 1 校）する。 

学校ＩＣＴ課 

 

3－5－2 

４４ 

 

教育の情報化推進計画（仮称）の策定等 

今後のＩＣＴ活用・整備方針である教育の情報化の推進にかかる計

画を策定する。 

また、令和元年度に策定した教育情報セキュリティポリシーに基づく

取組を実践し、情報セキュリティの向上を図る。 

学校ＩＣＴ課 

３－６ 区立中学校の適正規模の確保と適正配置の推進 

3－6 

４５ 

 

南部・西部地区の区立中学校の統合に向けた取組 

南部・西部地区の中学校の適正規模・適正配置を実現するため、

統合新校開校までの具体的な進め方をとりまとめ、４校（第七・第八・

第九・第十一中）を２校程度とするとしている現行の統合方針を改定す

る。 

学校統合推進課 

 

重点課題４ 生涯学習の推進 

番号 項  目 所管課 

４－１ 生き生きと学び合える生涯学習事業の推進 

4－1 

４６ 

 

大学等教育機関の専門性を生かした事業の実施 

現在実施している区内及び近隣教育機関との連携・協力を進め、ニ

ーズに沿った企画を実施するとともに、新たな教育機関との連携を検

討し、区民の生涯学習の機会拡大を図る。 

生涯学習課 

４－２ 青少年健全育成事業の実施 

4－2 

４７ 

 

青少年の健全育成を支援する事業の実施 

青少年を対象として、自然体験や生活・文化体験の機会を提供す

る。また、少年団体の育成と地域の青少年リーダーの育成を図るため

の支援事業を実施する。 

生涯学習課 

４－３ 家庭教育の支援 

4－3 

４８ 

 

家庭の教育力向上に向けた学習機会等の提供 

家庭教育の自主性を尊重しつつ、家庭教育学級や家庭教育講座

などによる学習機会の提供を行い、子どもの生活習慣の習得や

自立心の育成に向けて、より効果的な支援に向けた検討を進める。 

生涯学習課 

４－４ 文化財を活用した啓発・普及事業の実施 

4－4－1 

４９ 

 

歴史的建造物、遺跡調査の実施 

文化財として価値のある歴史的建築物の調査、埋蔵文化財保護の

ための試掘調査を実施し、めぐろの歴史と文化を記録保存する。 

生涯学習課 

4－4－2 

５０ 

めぐろ歴史資料館企画展等の実施 

 歴史資料館で収集した目黒区関連の資料を展示公開するととも

に、ワークショップ等を実施し目黒の歴史の理解を促す。 

生涯学習課 
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４－５ 図書館サービスの充実 

4－5－1 

５１ 

 

図書館資料の充実 

知・文化の拠点として、資料収集の重点テーマを定め、ふるさと納税

指定寄付金も活用しながら図書館資料の充実を図る。 

八雲中央図書館 

4－5－2 

５２ 

 

障害者サービスの充実 

障害などにより図書館利用に支障のある方向けの資料（録音・点字

図書、マルチメディア資料など）の提供、対面朗読、来館困難者に対

する資料配送などのサービスを行う。また、録音図書作成などのボラン

ティアである障害者サービス協力員の育成などによりサービスの充実

を図る。 

八雲中央図書館 

4－5－3 

５３ 

 

子ども読書活動の充実 

読書を通じて子どもが豊かな感性を身につけるよう、おはなし会の実

施、保護者向けの絵本の読み聞かせアドバイス、学校の読書活動の支

援などを引き続き行うとともに、ワークショップやフォローアップ研修によ

る読み聞かせボランティアの育成等を行い、子どもの読書活動の充実

を図る。 

また、国の「第四次子どもの読書活動の推進に関する基本的な計

画」や東京都の動向を踏まえて、「目黒区子ども読書活動推進のため

の方針」の改定の準備を行う。 

八雲中央図書館 
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